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すべての市政に人権を

　鹿沼市では、人権施策を総合的・計画的に推進していくために、平成２１年３月
に「鹿沼市人権啓発推進総合計画」（以下「計画」といいます。）を策定し、人権
尊重社会の実現に向けた市の基本的な考え方、各分野の現状と課題、それに対する
具体的な取り組みを「施策の方向」として明らかにしました。

　また、この計画の第１章４「計画の位置づけ」の中で「すべての市民の人権が尊
重される明るい社会の実現のため、この計画の考え方を今後の施策に反映させま
す。」と規定しました。
　この考えに基づき、「施策の方向」の実現に寄与する全ての市の事業を「人権に
関する事業」とし、その取り組み状況を把握するとともに、各事業の連携強化と適
切な進行管理を行うことを目的とした「鹿沼市人権啓発推進総合計画実施プラン」
（以下「実施プラン」といいます。）を策定しました。

　今後は、この「実施プラン」により、掲載された人権に関する施策の進捗状況を
把握すると共に、今後の社会情勢の変化等に即応するため、毎年見直し作業を実施
いたしますので、皆様のより一層のご理解とご協力をお願いいたします。
　結びに、この「実施プラン」策定にあたりまして、貴重なご提言をいただきまし
た鹿沼市人権施策推進審議会の皆様をはじめ、多くの市民の皆様に心からお礼申し
上げます。

平成２３年（２０１１年）３月

　　　　　　　　　　　　　鹿沼市長　佐　藤　　信
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鹿沼市人権啓発推進総合計画実施プラン

１　実施プランの位置付け
　人権啓発推進総合計画（以下「計画」といいます。）は平成２１年度
から３０年度を対象とした期間を想定して策定されました。
　人権啓発推進総合計画実施プラン（以下「実施プラン」といいま
す。）は、この計画を具体的に実施することを目的として前期の平成２
２年度から２５年度の４ヵ年を対象に策定しています。
　
２　実施プランの目的
　実施プランは、計画において示された「施策の方向」毎に、市が実施
している全ての事業のうち、その「施策の方向」を実現する事業を網羅
し、人権施策の全体系を明らかにし、管理することを目的とします。

３　事業評価との関連
　市が実施している事業評価をもとに、人権の施策に貢献する事業を特
定しました。
　また、事業評価と連動することにより人権施策の進捗を管理するとと
もに、事務の効率化を図れる仕組みとしました。

４　重点事業
　計画で整理された施策の方向と、実施されている事業の関連が明らか
になったことを受け、特に厚く実施されている人権施策を重点施策とし
ました。
　この実施プランにおいて、計画に掲げた「女性」、「同和問題」、
「障害のある人」を重点事業として取り組みます。

５　事業管理の仕組み
　この実施プランに基いて、各課が実施する事業は、事業評価の「立案
（Ｐ）」「実行（Ｄ）」「評価（Ｃ）」「見直し（Ａ）」のサイクルを
回すことにより推進し改善を図れる仕組みとしました。
　また、人権施策推進審議会等により市民の意見や要望を取り入れ、よ
り市民ニーズに応えられる仕組みとしました。

６　計画の改訂
　時間の経過と供に、社会情勢の変化や新たな人権課題の発生した場合
には、各年度においてこの実施プランを改訂してまいります。
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実施プランの仕組み図

総合計画
平成２１年度
～３０年度
（必要により改訂）

実施プラン
平成２２年度
～２５年度
（毎年見直し）

人権総合計画の
見直しと策定

事業の計画立案
(P)

事業の実施
(D)

事業の見直し
(A)

人権施策推進
審議会

社会情勢の変化
新たな人権問題

事業の実績評価
(C)
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章 区分

企
画
課

人
事
課

市
民
活
動

支
援
課

人
権
推
進

課 厚
生
課

こ
ど
も
支

援
課

障
害
福
祉

課 高
齢
福
祉

課 介
護
保
険

課 健
康
課

商
工
課

学
校
教
育

課 生
涯
学
習

課

計

1 女性 21 4 1 26

2 子ども 3 6 1 1 11

3 高齢者 1 1 1 3
4 障害のある
人 1 1 11 1 2 16

5 同和問題 7 5 1 1 1 3 18

6 外国人 6 1 2 9
7 ＨＩＶ感染者・
ハンセン病患者 2 2
8 インターネット
等による人権侵害 3 3

9-1 アイヌの人々 1 1 2

9-2 犯罪被害者等 2 2
9-3 刑を終えて出
所した人 1 1 2

9-4 ホームレス 1 1

9-5 性同一性障害 1 1

1-1 就学前 3 3

1-2 学校等 2 4 6

1-3 家庭 5 1 2 2 1 2 13

1-4 地域社会 1 1 2

1-5 企業・職場 3 3

2-1 市職員 1 1 2
2-2 教職員・社会
教育関係者 1 1 2
2-3 医療・保健･福
祉関係者 1 1 2

2-4 消防職員 1 1
2-5 マスメディア
関係者 1 1
1 女性・相談支
援 3 1 4
2 子ども・相談支
援 2 1 1 4
3 高齢者等・相談
支援 2 1 1 4
4 同和問題・相談
支援 2 1 3
5 外国人やＨＩＶ感染者
等・相談支援 1 2 3

計 7 1 2 68 8 13 14 3 1 1 9 13 9 149

　　　　第第第第１１１１章章章章　　　　重点事業重点事業重点事業重点事業へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ
　「計画」では人権課題ごとに章を立て、課題を整理しました。それぞれの章ごとに具体的な取り組み
を「施策の方向」として明らかにしました。
　これらの「施策の方向」ごとに市において実施している事業と照合し、人権に関する事業を特定しま
した。次の図は、それらの「施策の方向」に沿って実施される事業件数の一覧表です。

　全体で１４９件の事業が実施されています。この表から、事業が集まっている「女性」２６件、「同
和問題」１８件、「障害のある人」１６件、の３つの分野を人権施策における重要課題と捉え、今後、
重点的に取り組むべき重点施策として定義しました。
　この重点施策の「施策の方向」ごとに、実施すべき施策を体系付けて、実効ある事業の実施のため
に、次の図により明らかにします。

第
2
章

第
3
章

第
4
章
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・男女共同参画についての啓発普及活動の推進
・男女共同参画推進体制の充実
（審議会及び行政庁内推進会議等）
・家庭教育の充実・支援
・教育課程の充実・支援
・学習の機会の提供

・男女相互の理解、協調と個人を尊重する意識の啓発
・ドメステック・バイオレンス等、暴力の根絶のための
啓発及び相談業務
・セクシャル・ハラスメントの防止に向けた啓発

差別や偏見など、人権侵害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を推進する。

・政策・方針決定過程への女性参画促進
・女性の社会参画及び男女の地域活動への共
同参画促進
・団体活動における女性リーダーの育成
・女性団体の育成、活動支援及びネットワー
クづくりの推進

（財）鹿沼市勤労者福祉共済会の運営を支援
することにより、中小企業勤労者の福利厚生
の充実を図る。

勤労者の福利厚生を支援することにより、従
業員の勤労意欲の向上や親睦を深めることを
目的とする。

仕事と子育ての両立支援に取り組む企業に対
し、様々な支援を行うことにより、雇用環
境、職場環境の整備・充実を促進し、安心し
て子供を生み育てられる地域社会の実現をめ
ざす。

市民の差別意識をなくし、人権に対する正しい認
識と理解を得るためには、人権問題を身近な問題
として捉え、地域・学校などあらゆる場において
人権教育・人権啓発を展開する。

要保護女子につき、その発見に努め、相談に応じ必要な
指導を行い、これに付随する業務を行う。

・宇都宮人権擁護委員協議会鹿沼部会との連携に
より、市民の人権擁護と人権尊重意識の高揚を図
る。

差別や偏見など、人権侵害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を推進する

女性の地域にお
ける活動の促進

男女共同参画
社会の実現

女性の安全が守ら
れる家庭の構築

女性が安心して働
ける職場の確保

女性女性女性女性

女性に対する
差別の撤廃
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同和問題の
最終的解決

あらゆる場における
同和教育の実施

全ての人権啓発活動
の実施と展開

地域や職場における
交流と支援の促進

地域住民の困りごと、悩みについての相談に応
じ、助言、指導、調整、紹介により速やかな問
題の解決を図ると共に、高齢者ふれあい事業な
どを通して地域に根ざした隣保館活動を展開
し、地域住民の人権問題の解決に資する。

市民の差別意識をなくし、人権に対する正しい
認識と理解を得るためには、人権問題を身近な
問題として捉え、地域・学校などあらゆる場に
おいて人権教育・人権啓発を展開する。

差別や偏見など、人権侵害を許さない明るい社
会を築くため、全市民を対象に人権問題解決の
ための啓発活動や人権教育を推進する。

・雇用関係団体との綿密な情報交換や事業連
携、及び団体支援を行い、雇用状況の把握と雇
用環境の整備、充実を図る。
・失業者を対象とした、雇用対策を実施する。

すべての学校において人権教育が組織的・計画
的に推進されるよう、推進体制の整備充実を行
う。

・宇都宮人権擁護委員協議会鹿沼部会との連携
により、市民の人権擁護と人権尊重意識の高揚
を図る。

同和問題同和問題同和問題同和問題

児童福祉法に基づき、保護者の就労等の理由で家庭
で保育することができない児童を保育し、児童福祉
の向上を図る。
家庭形態の変化、共働き家庭の増加等、多様化する
保育ニーズに対応するため、特別保育事業を実施
し、子育てを支援する。
幼稚園入園年齢までの保育や一時的及び夜間保育が
必要となる児童を保育する。
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障害のある人も
ない人も供に生
きる社会の実現

障害に対する正
しい理解の促進

障害者が参加で
きる地域社会づ

くり

障害者の自立へ
の支援

障害障害障害障害のあるのあるのあるのある人人人人

すべての学校において人権教育が組織的・計画的
に推進されるよう、推進体制の整備充実を行う。

 県立富屋特別支援学校高等部に通学する市内の
生徒で、自主通学が困難な生徒の登校を支援す
る。

 福祉ホーム：住居が必要な精神障害者に居室と
必要な便宜を提供
 日中一時支援：日中の活動の場を確保し、家族
の就労、休息を支援
 訪問入浴サービス：訪問により居宅においての
入浴サービスを提供し（浴槽提供）

 障害者福祉に関する相談に応じ、必要な情報提
供や助言、支援を行なう。

 地域活動支援センターの強化や障害者の昼間の
活動を支援（軽度な区分の人の生活介護）や屋
外での移動が困難な視覚障害者の外出のための
支援を行なう。

 外出訓練等の実施により障害者の日常生活上必
要な訓練や指導及び生活の質的向上を促進する。

 障害者の社会参加を促進させるために、スポー
ツ・レクリエーション教室や大会を開催し、体力
増強や交流等を図る。

差別や偏見など、人権侵害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を推進する。

 公共的な施設にある障害者用駐車場の利用につ
いて県内共通の利用証を交付し真に必要な人のた
めの駐車スペースを確保する。

バス路線を維持し、運転免許を持たない市民の生
活の足を確保する。

 障害者の就労訓練の場を提供するとともに障害
者の雇用機会拡大のための啓発活動や就業相談、
職場開拓、定着促進を実施する。

・雇用関係団体との綿密な情報交換や事業連携、
及び団体支援を行い、雇用状況の把握と雇用環境
の整備、充実を図る。
・失業者を対象とした、雇用対策を実施する。

 成年後見制度の利用が有効と認められる知的・
精神障害者に対し同制度の利用を支援する。
(支援内容：申立てに要する経費や後見人等の報
酬を助成)
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第2章1 女性
施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総
合計画に寄与で
きる活動指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

雇用環境の
充実（企業
内子育て環
境のアップ
事業）

仕事と子育ての
両立支援に取り
組む企業に対
し、様々な支援
を行うことによ
り、雇用環境、
職場環境の整
備・充実を促進
し、安心して子
供を生み育てら
れる地域社会の
実現をめざす。

・企業訪問等に
よる職場改善啓
発、支援制度の
周知。
・条件を満たし
た企業を子育て
応援企業に認定
し、広くＰＲす
る。
・子育て環境
アップの支援策
を実施した企業
への補助を行
う。

・制度による企
業支援

・企業訪問等に
よる職場改善啓
発、支援制度の
周知

認定企業数　
５社（単年
度）

（不況のた
め）２社

商工課

男女平等意
識の定着

○男女共同参画
についての啓発
普及活動の推進
○男女共同参画
推進体制の充実
（審議会及び行
政庁内推進会議
等）
○家庭教育の充
実・支援
○教育課程の充
実・支援
○学習の機会の
提供

○男女共同参画
セミナーや各種
講演会等を開催
する。1回参加者
60名以上、受講
満足度85パーセ
ント以上で実
施。
○男女共同参画
推進体制の進捗
状況確認及び審
議会開催。毎年
度1回実施。
○家庭教育学級
生や、小学校高
学年生への啓発
周知及び学習の
機会の充実

・男女共同参画
推進指導員の配
置　
･セミナー開催回
数及び参加人
数、満足度
・審議会の開催

・1名配置
・開催回数　
年6回　参加
者各回60名
以上　満足
度85％以上
・審議会　
年１回

・1名配置
・年6回開
催　参加者
第1回85名
第2回70名
第3回102名
第4回58名
第5回69名
第6回40名
満足度各回
85％以上
・審議会
１回開催

人権推進
課

① 学校、家庭、職場、地域社会等のあらゆる分野において、性別による固定的な役割分
担を見直し、男女平等の意識の醸成が図れるよう教育、啓発に努めます。

実施プランで管理される事業表の見方
　「施策の方向」を実現する全ての市の事業を、その取り組み状況を把握するとともに、各事
業の連携強化と適切な進行管理を行うために統一された様式の表で構成されています。
　以下にこの事業表の見方を説明しています。

鹿沼市人権啓発推進総
合計画の「章番号」で
す。

事業評価に掲げられてい
る事業で「人権に関連す
る事業」の事業名、目
的、手段が記載されてい
ます。

「人権に関連する事
業」の事業内容（目
的、手段等）で「施策
の方向」に寄与できる
活動指標が記載されて
います。

活動指標に目標値（単年
度）が設定できるものに
ついて、記載されていま
す。
また平成２２年度の実績
（予定を含む）で把握可
能なものが記載されてい
ます。

事業を担当
している課
名です。

鹿沼市人権啓発推進総
合計画の「区分番号・
名称」です。

鹿沼市人権啓発推進総
合計画の「施策の方
向」です。
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第2章1 女性
施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

雇用環境の
充実（企業
内子育て環
境のアップ
事業）

仕事と子育ての両立支援
に取り組む企業に対し、
様々な支援を行うことに
より、雇用環境、職場環
境の整備・充実を促進
し、安心して子供を生み
育てられる地域社会の実
現をめざす。

・企業訪問等による職場改善啓
発、支援制度の周知。
・条件を満たした企業を子育て
応援企業に認定し、広くＰＲす
る。
・子育て環境アップの支援策を
実施した企業への補助を行う。

・制度による企業支
援

・企業訪問等による
職場改善啓発、支援
制度の周知

認定企業数　
５社（単年
度）

（不況のた
め）２社

商工課

男女平等意
識の定着

・男女共同参画について
の啓発普及活動の推進
・男女共同参画推進体制
の充実（審議会及び行政
庁内推進会議等）
・家庭教育の充実・支援
・教育課程の充実・支援
・学習の機会の提供

・男女共同参画セミナーや各種
講演会等を開催する。1回参加
者60名以上、受講満足度85パー
セント以上で実施。
・男女共同参画推進体制の進捗
状況確認及び審議会開催。毎年
度1回実施。
・家庭教育学級生や、小学校高
学年生への啓発周知及び学習の
機会の充実

・男女共同参画推進
指導員の配置　
･セミナー開催回数及
び参加人数、満足度
・審議会の開催

・1名配置
・開催回数　
年6回　参加
者各回60名
以上　満足
度85％以上
・審議会　
年１回

・1名配置
・年6回開催　
参加者
第1回85名
第2回70名
第3回102名
第4回58名
第5回69名
第6回40名
満足度各回
85％以上
・審議会
１回開催

人権推
進課

人権を尊重
する意識の
定着

・男女相互の理解、協調
と個人を尊重する意識の
啓発
・ドメステック・バイオ
レンス等、暴力の根絶の
ための啓発及び相談業務
・セクシャル・ハラスメ
ントの防止に向けた啓発

・性別による役割分担意識の減
少化や、男女が互いの人権を尊
重する意識づくりのための地域
学習会、講演会等を開催する。
参加者数120名以上で実施。
・啓発物資を配布しながらＤＶ
根絶及びセクシャル・ハラスメ
ントの防止についての周知啓発
活動を、1回実施する。

地域セッシオンの開
催

参加者120名
以上
啓発活動1回

ときめき鹿
沼参加者134
名
ホップde
ジャンプ参
加者148名
周知啓発活
動1回開催

人権推
進課

人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動
の実施
・人権パネル展の実
施
・人権啓発講座の実
施
・広報誌、ホーム
ページで啓発

講演会参加
者満足度
70％

講演会参加
者満足度
85.5％

人権推
進課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

人権を尊重
する意識の
定着

・男女相互の理解、協調
と個人を尊重する意識の
啓発
・ドメステック・バイオ
レンス等、暴力の根絶の
ための啓発及び相談業務
・セクシャル・ハラスメ
ントの防止に向けた啓発

・性別による役割分担意識の減
少化や、男女が互いの人権を尊
重する意識づくりのための地域
学習会、講演会等を開催する。
参加者数120名以上で実施。
・啓発物資を配布しながらＤＶ
根絶及びセクシャル・ハラスメ
ントの防止についての周知啓発
活動を、1回実施する。

地域セッシオンの開
催

開催回数 開催回数
５回

人権推
進課

① 学校、家庭、職場、地域社会等のあらゆる分野において、性別による固定的な役割分担を見直し、男女平等の意
識の醸成が図れるよう教育、啓発に努めます。

② 「男らしさ・女らしさ」といった社会的、文化的に作られた性差意識にとらわれない男女平等の理念のもと、お
互いを尊重する社会の確立に努めます。
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男女平等意
識の定着

・男女共同参画について
の啓発普及活動の推進
・男女共同参画推進体制
の充実（審議会及び行政
庁内推進会議等）
・家庭教育の充実・支援
・教育課程の充実・支援
・学習の機会の提供

・男女共同参画セミナーや各種
講演会等を開催する。1回参加
者60名以上、受講満足度85パー
セント以上で実施。
・男女共同参画推進体制の進捗
状況確認及び審議会開催。毎年
度1回実施。
・家庭教育学級生や、小学校高
学年生への啓発周知及び学習の
機会の充実

男女共同参画情報紙
「かれんと」の発行

啓発誌「いちごの香
り」の発行

年２回発行　
９月･３月

年１回発行

平成２２年
９月２５日
号･平成２３
年３月２５
日号

平成２３年
３月末発行

人権推
進課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

男女共同参
画の促進

・政策・方針決定過程へ
の女性参画促進
・女性の社会参画及び男
女の地域活動への共同参
画促進
・団体活動における女性
リーダーの育成
・女性団体の育成、活動
支援及びネットワークづ
くりの推進

・女性リーダー育成研修会の開
催及び海外研修へ1名以上派遣
する。
・審議会及び各種委員会に女性
委員を推薦する。平成23年度ま
でに女性委員の割合を30パーセ
ントへ
・女性団体育成のための活動支
援及びネットワークづくりのた
めの連絡調整

・女性リーダー育成
研修会への参加
・次世代リーダー育
成研修会への参加

・女性リー
ダー育成研
修会２名以
上
・次世代
リーダー育
成研修会へ
の参加１名
以上
・女性委員
の割合
３０％

とちぎ政策
塾修了者１
名
海外研修１
名

女性委員の
割合２８％

人権推
進課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

勤労者福祉
共済会の支
援

（財）鹿沼市勤労者福祉
共済会の運営を支援する
ことにより、中小企業勤
労者の福利厚生の充実を
図る。

（財）鹿沼市勤労者福祉共済会
に対する運営支援

・鹿沼市勤労者　福
祉共済会支援

・（財）鹿沼市勤労
者福祉共済会に対す
る運営支援

会員事業所
数585
（Ｈ21年度
目標値）

会員事業所
数　
525社
会員数　
1495人

商工課

勤労者福利
厚生支援事
業

勤労者の福利厚生を支援
することにより、従業員
の勤労意欲の向上や親睦
を深めることを目的とす
る。

粟野商工団体スポーツ連盟や鹿
沼機械金属工業協同組合が行う
スポーツ大会に対する補助。

・福利厚生事業支援

・粟野商工団体ス
ポーツ連盟や鹿沼機
械金属工業協同組合
が行うスポーツ大会
に対する補助

補助支援団
体数
２社

補助団体数　
２社

商工課

雇用環境の
充実（企業
内子育て環
境のアップ
事業）

仕事と子育ての両立支援
に取り組む企業に対し、
様々な支援を行うことに
より、雇用環境、職場環
境の整備・充実を促進
し、安心して子供を生み
育てられる地域社会の実
現をめざす。

・企業訪問等による職場改善啓
発、支援制度の周知。
・条件を満たした企業を子育て
応援企業に認定し、広くＰＲす
る。
・子育て環境アップの支援策を
実施した企業への補助を行う。

・制度による企業支
援

・企業訪問等による
職場改善啓発、支援
制度の周知

認定企業数　
５社
（単年度）

（不況のた
め）
2社

商工課

③ 女性の声を政策・方針決定の場や社会活動に積極的に反映させるために、女性の人材育成と各種審議会等への登
用を促進します。

④ 男女ともに健康で働きやすい労働環境づくりを促進します。また、関係機関と連携を図りながら、企業啓発を推
進し、働く場における男女平等の実現に努めます。
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男女平等意
識の定着

・男女共同参画について
の啓発普及活動の推進
・男女共同参画推進体制
の充実（審議会及び行政
庁内推進会議等）
・家庭教育の充実・支援
・教育課程の充実・支援
・学習の機会の提供

・男女共同参画セミナーや各種
講演会等を開催する。1回参加
者60名以上、受講満足度85パー
セント以上で実施。
・男女共同参画推進体制の進捗
状況確認及び審議会開催。毎年
度1回実施。
・家庭教育学級生や、小学校高
学年生への啓発周知及び学習の
機会の充実

市内企業所への推進
条例ダイジェスト版
及び啓発チラシの配
布

年１回 市内の従業
員１０人以
上の企業
（３８１
社）に送付

人権推
進課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

男女平等意
識の定着

・男女共同参画について
の啓発普及活動の推進
・男女共同参画推進体制
の充実（審議会及び行政
庁内推進会議等）
・家庭教育の充実・支援
・教育課程の充実・支援
・学習の機会の提供

・男女共同参画セミナーや各種
講演会等を開催する。1回参加
者60名以上、受講満足度85パー
セント以上で実施。
・男女共同参画推進体制の進捗
状況確認及び審議会開催。毎年
度1回実施。
・家庭教育学級生や、小学校高
学年生への啓発周知及び学習の
機会の充実

・セミナー開催回数
及び参加人数、満足

度

・開催回数　
年6回　参加
者各回60名
以上　満足
度85％以上

年6回開催　
参加者
第1回85名
第2回70名
第3回102名
第4回58名
第5回69名
第6回40名
満足度各回
85％以上

人権推
進課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

人権を尊重
する意識の
定着

・男女相互の理解、協調
と個人を尊重する意識の
啓発
・ドメステック・バイオ
レンス等、暴力の根絶の
ための啓発及び相談業務
・セクシャル・ハラスメ
ントの防止に向けた啓発

・性別による役割分担意識の減
少化や、男女が互いの人権を尊
重する意識づくりのための地域
学習会、講演会等を開催する。
参加者数120名以上で実施。
・啓発物資を配布しながらＤＶ
根絶及びセクシャル・ハラスメ
ントの防止についての周知啓発
活動を、1回実施する。

DV防止及びセクハラ
防止のチラシ送付

年１回市内
の企業に送
付

平成２２年
７月１日付
けで市内従
業員１０人
以上の企業
に送付

人権推
進課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

南部地区会
館事業の推
進

市民の差別意識をなく
し、人権に対する正しい
認識と理解を得るために
は、人権問題を身近な問
題として捉え、地域・学
校などあらゆる場におい
て人権教育・人権啓発を
展開する。

南部地区会館において人権教育
指導者専門講座、人権学習綜合
講座、町別人権学習会、交流事
業（女性の集い、生きがいの集
い等）、ウエルフェアｉｎかぬ
ま、人権ふれあいコンサートを
開催する。

・女性の集い参加者
数

参加者１５
名以上

参加者１６
名

生涯学
習課

⑤ 女性の人権を確立し、男女共同参画を推進していくために、あらゆる機会を捉え、女性の権利に関係する法律や
「女子差別撤廃条約」の趣旨や理念及び内容の普及･啓発に努めます。

⑥ 女性に対する暴力やセクハラを防止するため、企業等へ働きかけるなど、啓発活動に努めます。

⑦ 女性の身体的特性が尊重されるよう、母性保護に対する正しい知識と理解を深めるため、学習機会の提供に努め
ると共に、学校等における低学年からの性教育を通し、性の尊厳についての理解を深める教育の推進を図ります。
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施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

人権を尊重
する意識の
定着

・男女相互の理解、協調
と個人を尊重する意識の
啓発
・ドメステック・バイオ
レンス等、暴力の根絶の
ための啓発及び相談業務
・セクシャル・ハラスメ
ントの防止に向けた啓発

・性別による役割分担意識の減
少化や、男女が互いの人権を尊
重する意識づくりのための地域
学習会、講演会等を開催する。
参加者数120名以上で実施。
・啓発物資を配布しながらＤＶ
根絶及びセクシャル・ハラスメ
ントの防止についての周知啓発
活動を、1回実施する。

出前講座の開催 随時 平成２３年
１月２１日
開催

人権推
進課

人権を尊重
する意識の
定着

・男女相互の理解、協調
と個人を尊重する意識の
啓発
・ドメステック・バイオ
レンス等、暴力の根絶の
ための啓発及び相談業務
・セクシャル・ハラスメ
ントの防止に向けた啓発

・性別による役割分担意識の減
少化や、男女が互いの人権を尊
重する意識づくりのための地域
学習会、講演会等を開催する。
参加者数120名以上で実施。
・啓発物資を配布しながらＤＶ
根絶及びセクシャル・ハラスメ
ントの防止についての周知啓発
活動を、1回実施する。

広報紙によるDV防止
啓発

年１回 1回
平成3月25日
号「かれん
と」に記載

人権推
進課

人権を尊重
する意識の
定着

・男女相互の理解、協調
と個人を尊重する意識の
啓発
・ドメステック・バイオ
レンス等、暴力の根絶の
ための啓発及び相談業務
・セクシャル・ハラスメ
ントの防止に向けた啓発

・性別による役割分担意識の減
少化や、男女が互いの人権を尊
重する意識づくりのための地域
学習会、講演会等を開催する。
参加者数120名以上で実施。
・啓発物資を配布しながらＤＶ
根絶及びセクシャル・ハラスメ
ントの防止についての周知啓発
活動を、1回実施する。

１１月「女性に対す
る暴力をなくす運
動」期間中に街頭啓
発の実施

年１回 平成２２年
１１月２０
日粟野秋ま
つり会場に
て実施

人権推
進課

人権を尊重
する意識の
定着

・男女相互の理解、協調
と個人を尊重する意識の
啓発
・ドメステック・バイオ
レンス等、暴力の根絶の
ための啓発及び相談業務
・セクシャル・ハラスメ
ントの防止に向けた啓発

・性別による役割分担意識の減
少化や、男女が互いの人権を尊
重する意識づくりのための地域
学習会、講演会等を開催する。
参加者数120名以上で実施。
・啓発物資を配布しながらＤＶ
根絶及びセクシャル・ハラスメ
ントの防止についての周知啓発
活動を、1回実施する。

マスコミ等を利用し
たDVの認識及び撲滅
のための啓蒙啓発

随時 出前講座の
実施
１回

人権推
進課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

人権を尊重
する意識の
定着

・男女相互の理解、協調
と個人を尊重する意識の
啓発
・ドメステック・バイオ
レンス等、暴力の根絶の
ための啓発及び相談業務
・セクシャル・ハラスメ
ントの防止に向けた啓発

・性別による役割分担意識の減
少化や、男女が互いの人権を尊
重する意識づくりのための地域
学習会、講演会等を開催する。
参加者数120名以上で実施。
・啓発物資を配布しながらＤＶ
根絶及びセクシャル・ハラスメ
ントの防止についての周知啓発
活動を、1回実施する。

相談窓口の開設 土日祝祭日
を除く毎日

相談件数１
月末８９件

人権推
進課

⑧ ＤＶが重大な人権侵害であるという認識を深めるとともに、それを許さない社会を実現するため、各種講演会の
実施や広報紙、パンフレットなどを活用した啓発に努めます。

⑨ ＤＶ被害者の自立支援に際し、既存の施策を被害者の状況に応じて活用できるよう、幅広く検討します。
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人権を尊重
する意識の
定着

・男女相互の理解、協調
と個人を尊重する意識の
啓発
・ドメステック・バイオ
レンス等、暴力の根絶の
ための啓発及び相談業務
・セクシャル・ハラスメ
ントの防止に向けた啓発

・性別による役割分担意識の減
少化や、男女が互いの人権を尊
重する意識づくりのための地域
学習会、講演会等を開催する。
参加者数120名以上で実施。
・啓発物資を配布しながらＤＶ
根絶及びセクシャル・ハラスメ
ントの防止についての周知啓発
活動を、1回実施する。

DV相談のマニュアル
整備

随時 随時整備 人権推
進課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

人権を尊重
する意識の
定着

・男女相互の理解、協調
と個人を尊重する意識の
啓発
・ドメステック・バイオ
レンス等、暴力の根絶の
ための啓発及び相談業務
・セクシャル・ハラスメ
ントの防止に向けた啓発

・性別による役割分担意識の減
少化や、男女が互いの人権を尊
重する意識づくりのための地域
学習会、講演会等を開催する。
参加者数120名以上で実施。
・啓発物資を配布しながらＤＶ
根絶及びセクシャル・ハラスメ
ントの防止についての周知啓発
活動を、1回実施する。

･女性相談員の設置
・相談窓口の開設

土日祝祭日
を除く毎日

・相談員1名
・相談件数
１月末８９
件

人権推
進課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

人権を尊重
する意識の
定着

・男女相互の理解、協調
と個人を尊重する意識の
啓発
・ドメステック・バイオ
レンス等、暴力の根絶の
ための啓発及び相談業務
・セクシャル・ハラスメ
ントの防止に向けた啓発

・性別による役割分担意識の減
少化や、男女が互いの人権を尊
重する意識づくりのための地域
学習会、講演会等を開催する。
参加者数120名以上で実施。
・啓発物資を配布しながらＤＶ
根絶及びセクシャル・ハラスメ
ントの防止についての周知啓発
活動を、1回実施する。

･女性相談員の設置
・相談窓口の開設

土日祝祭日
を除く毎日

・相談員1名
・相談件数
１月末８９
件

人権推
進課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

人権を尊重
する意識の
定着

・男女相互の理解、協調
と個人を尊重する意識の
啓発
・ドメステック・バイオ
レンス等、暴力の根絶の
ための啓発及び相談業務
・セクシャル・ハラスメ
ントの防止に向けた啓発

・性別による役割分担意識の減
少化や、男女が互いの人権を尊
重する意識づくりのための地域
学習会、講演会等を開催する。
参加者数120名以上で実施。
・啓発物資を配布しながらＤＶ
根絶及びセクシャル・ハラスメ
ントの防止についての周知啓発
活動を、1回実施する。

･女性相談員の設置
・相談窓口の開設

土日祝祭日
を除く毎日

・相談員1名
・相談件数
１月末８９
件

人権推
進課

⑩ ＤＶ被害に関する相談を担当する部局を明確にし、市民に広く周知することにより、ＤＶ被害の防止や早めの対
応による被害の拡大防止を図ります。

⑪ 市に配偶者暴力相談支援センターの機能を持つ部局または、機関を設け、女性相談員の活用を図るなど、十分な
人員を配置し、ＤＶに関する相談から被害者の意思を尊重した自立支援まで一貫した対応ができるような組織体制
の整備を図ります。

⑫ ＤＶ被害者に最も身近な配偶者暴力相談支援センターとして、女性相談員や関係機関との連携により、相談への
対応や支援に関する情報の提供を行います。
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施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

人権を尊重
する意識の
定着

・男女相互の理解、協調
と個人を尊重する意識の
啓発
・ドメステック・バイオ
レンス等、暴力の根絶の
ための啓発及び相談業務
・セクシャル・ハラスメ
ントの防止に向けた啓発

・性別による役割分担意識の減
少化や、男女が互いの人権を尊
重する意識づくりのための地域
学習会、講演会等を開催する。
参加者数120名以上で実施。
・啓発物資を配布しながらＤＶ
根絶及びセクシャル・ハラスメ
ントの防止についての周知啓発
活動を、1回実施する。

・県婦人相談所等と
の連携によるDV被害
者の保護及び自立へ
の継続的支援
・県婦人相談所へつ
なぐまでの、保護一
時施設の設置

随時 ・保護２件
・試験的に
民間アパー
トを借入
れ、保護一
時施設を設
置した（10
月～3月ま
で）
 保護0件

人権推
進課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

人権を尊重
する意識の
定着

・男女相互の理解、協調
と個人を尊重する意識の
啓発
・ドメステック・バイオ
レンス等、暴力の根絶の
ための啓発及び相談業務
・セクシャル・ハラスメ
ントの防止に向けた啓発

・性別による役割分担意識の減
少化や、男女が互いの人権を尊
重する意識づくりのための地域
学習会、講演会等を開催する。
参加者数120名以上で実施。
・啓発物資を配布しながらＤＶ
根絶及びセクシャル・ハラスメ
ントの防止についての周知啓発
活動を、1回実施する。

DVの発見による通報
等の周知を市民に広
報等で啓発する

随時 なし 人権推
進課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

人権を尊重
する意識の
定着

・男女相互の理解、協調
と個人を尊重する意識の
啓発
・ドメステック・バイオ
レンス等、暴力の根絶の
ための啓発及び相談業務
・セクシャル・ハラスメ
ントの防止に向けた啓発

・性別による役割分担意識の減
少化や、男女が互いの人権を尊
重する意識づくりのための地域
学習会、講演会等を開催する。
参加者数120名以上で実施。
・啓発物資を配布しながらＤＶ
根絶及びセクシャル・ハラスメ
ントの防止についての周知啓発
活動を、1回実施する。

関係機関との連携 随時 随時連携し
て実施

人権推
進課

⑬ 緊急時に県の施設を利用することも含めた、一時的な避難場所を確保すること等により、ＤＶ被害者の安全を確
保できるよう、関係機関との連携を図るとともに、一時保護等の後には被害者が地域で生活していく際に、自立に
向け継続的な支援を行います。

⑭ 配偶者からの暴力を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報する
よう努める必要があるため、それらのことを広く市民に対して広報、啓発に努めます。

⑮ 鹿沼市民以外からの相談に対応できるよう、県の配偶者暴力相談支援センターや近隣の自治体とあらかじめ支援
体制の検討をします。
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第2章2 子ども
施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動
の実施
・人権パネル展の実
施
・人権啓発講座の実
施
・広報誌、ホーム
ページで啓発

講演会参加
者満足度
70％

講演会参加
者満足度
85.5％

人権推
進課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

学校人権教
育の推進

すべての学校において人
権教育が組織的・計画的
に推進されるよう、推進
体制の整備充実を行う。

組織的・計画的な人権教育推進
のための全体計画の整備。人権
教育研修会の実施と学校におい
て使用する指導資料集の充実。

人権教育研修会の実
施
人権教育指導資料集
の活用

校内研修の
実施
３８校
資料活用
３８校

校内現職教
育の研修
３８校
資料活用
３８校

学校教
育課

施策の方向

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

児童虐待防
止対策（家
庭相談員報
酬）

家庭における適切な児童
保育、その他家庭児童福
祉の向上を図るため、福
祉事務所の家庭児童福祉
に関する相談指導業務の
強化を図る。

家庭相談員を福祉事務所に配置
し、家庭訪問や相談指導業務を
実施する。

家庭相談員相談 相談の実施 約3,600件 こども
支援課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

児童虐待防
止対策（家
庭相談員報
酬）

家庭のおける適切な児童
保育、その他家庭児童福
祉の向上を図るため、福
祉事務所の家庭児童福祉
に関する相談指導業務の
強化を図る。

家庭相談員を福祉事務所に配置
し、家庭訪問や相談指導業務を
実施する。

・広報かぬま掲載
児童虐待防止強化月
間の周知
・鹿沼市要保護児童
対策ネットワーク会
議開催

広報掲載

会議開催

11月に広報
掲載

会議4回開催

こども
支援課

① 「子どもの権利条約」の趣旨や理念や内容の普及啓発に努めます。

② 子ども一人ひとりの不安や悩みを解消し、個性を大切にするため、教師等の子どもを見る眼を養うことに努めま
す。

③ いじめや暴力行為は、子どもの人権にかかわる重大な問題であることを認識し、研修を通じ教職員の資質の向上
を図り、児童･生徒の指導体制を充実すると共に、学校、家庭、地域社会の連携を深め、体制強化を図ります。

④ 虐待などを早期に発見し子どもや保護者への指導、支援が出来るよう、学校の相談活動の充実と関係機関との連
携を強化し、保護、アフターケアに至るまでの総合的な支援を推進します。

⑤ 学校、家庭、地域社会等の全体で子育て支援をするため、啓発活動を推進し、子育てに関する市民の意識を醸成
します。

14



施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

子育て支援
センターの
運営

子育てをしながら、子ど
もたちや母親の遊び場、
子どもが友達と出会う場
を提供することにより、
ともに子育ての楽しさを
味わい、親同士の交流を
拡充し、子育て家庭を支
援する。

地域支援センターを設置し、地
域の実情に応じたサロン活動・
相談事業・自主グループの育成
支援等を行う。

地域子育て支援セン
ター運営：３箇所

つどいの広場運営：
１箇所

地域子育て
支援セン
ター運営：
３箇所
利用者数
(延べ）
20,000人

つどいの広
場運営：１
箇所

地域子育て
支援セン
ター運営：
３箇所
利用者数
(延べ）
20,000人

つどいの広
場運営：１
箇所

こども
支援課

人権擁護活
動の推進

・宇都宮人権擁護委員協
議会鹿沼部会との連携に
より、市民の人権擁護と
人権尊重意識の高揚を図
る。

・小学校で人権の花運動
・中学校で人権講話
・委員研修会
・人権相談
・人権擁護委員を４人増員
・相談しやすい環境整備

・人権擁護委員によ
る人権相談の開設

月１回開設 月１回開設 人権推
進課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

南部地区会
館事業の推
進

市民の差別意識をなく
し、人権に対する正しい
認識と理解を得るために
は、人権問題を身近な問
題として捉え、地域・学
校などあらゆる場におい
て人権教育・人権啓発を
展開する。

南部地区会館において人権教育
指導者専門講座、人権学習総合
講座、町別人権学習会、交流事
業（女性の集い、生きがいの集
い等）、ウエルフェアｉｎかぬ
ま、人権ふれあいコンサートを
開催する。

・子どもの集い参加
人数

参加者１５
名以上

参加者１６
名

生涯学
習課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

発達支援保
育・すこや
か保育の実
施
(幼児特別支
援教育・保
育）

すべての子どもたちに必
要な保育を実施するため
には、児童の特性に応じ
た受け入れ体制を整える
必要がある。必要な保育
士を配置し（民間にあっ
てはその補助金を整備
し）、障がいを持つ児童
も必要な施設で適切な保
育を実施することを目的
とする。

必要児童を適切に把握し、必要
な児童が適切な支援を受けられ
るための認定体制の整備する。
また、施設の受け入れ体制（環
境整備・必要な職員の配置、職
員の資質向上等）を実施する。

判定委員会の開催
障がい児受入体制の
整備

判定委員会
の開催
3回
受入可能施
設数
25施設

判定委員会
の開催
3回
受入可能施
設数
25施設

こども
支援課

⑥ 子育てについての悩みや不安を軽減するため、子育てに関する相談や情報提供、交流機会の提供など、相談、支
援体制の充実を図ります。

⑦ ボランティア活動等の地域社会への参加活動など、様々な体験を通して人権尊重の精神と社会の一員としての役
割の自覚を促すとともに、子どもの健全育成に努めます。

⑧ 保育園や幼稚園においても、人権を大切にする心を育てる保育、教育に努めます。
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施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

児童虐待防
止対策（家
庭相談員報
酬）

家庭のおける適切な児童
保育、その他家庭児童福
祉の向上を図るため、福
祉事務所の家庭児童福祉
に関する相談指導業務の
強化を図る。

家庭相談員を福祉事務所に配置
し、家庭訪問や相談指導業務を
実施する。

相談の実施 相談の実施 約3,600件 こども
支援課

児童虐待防
止対策（家
庭相談員報
酬）

家庭のおける適切な児童
保育、その他家庭児童福
祉の向上を図るため、福
祉事務所の家庭児童福祉
に関する相談指導業務の
強化を図る。

家庭相談員を福祉事務所に配置
し、家庭訪問や相談指導業務を
実施する。

広報かぬま掲載
児童虐待防止強化月
間の周知

広報掲載 11月に実施 こども
支援課

人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動
の実施
・人権パネル展の実
施
・人権啓発講座の実
施
・広報誌、ホーム
ページで啓発

講演会参加
者満足度
70％

講演会参加
者満足度
85.5％

人権推
進課

⑨ 児童虐待の及ぼす影響、虐待の禁止など、広報、啓発活動を推進します。
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第2章3 高齢者
施策の方向

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

人権擁護活
動の推進

・宇都宮人権擁護委員協
議会鹿沼部会との連携に
より、市民の人権擁護と
人権尊重意識の高揚を図
る。

・小学校で人権の花運動
・中学校で人権講話
・委員研修会
・人権相談
・人権擁護委員を４人増員
・相談しやすい環境整備

・人権擁護委員によ
る人権相談の開設

月１回開設 月１回開設 人権推
進課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

施設サービ
ス、地域密
着型サービ
スの普及、
整備促進

高齢となっても、いつま
でも住みなれた地域で安
心して暮らせるよう、介
護保険法に基づき、施設
や地域密着型サービス事
業所の整備を行ない、
サービス提供に努める。

事業者の参入促進を図るため地
域福祉空間整備交付金（国庫）
の活用による補助金の交付、適
正な運営・公正な事業所選定を
図るため整備事業者の公募及び
建設に係る選定委員会を開催し
整備事業を選定する。

高齢となってもいつ
までも安心して暮ら
せるよう、適正な
サービス提供ができ
るサービス事業所の
整備を促進する。

３年に１
度、介護保
険事業計画
を策定し、
施設整備数
を位置づけ
るため、長
期的な目標
値は設定で
きない

・開催件数
２回
・整備施設
数２施設

介護保
険課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

生活バス対
策

バス路線を維持し、運転
免許を持たない市民の生
活の足を確保する。

リーバス及び民間が運行する不
採算路線バスへの経費補助。
運行に係る財政負担の軽減を図
ることから、全面的な見直しを
行い、地域の実情に合った公共
交通を構築する。そのための実
証実験を実施する。

市内全域における実
証実験運行の実施

１７地区 ６地区 市民活
動支援
課

施策の方向

① 高齢者の持っている能力を積極的に地域社会に生かしていけるよう高齢者自身の生きがいと健康づくりを基礎と
して、地域の福祉や就業活動への積極的な参加を支援します。

② 高齢であっても、心身ともに健康に過ごすために、生活の自立支援や介護予防のための施策を進めるとともに、
介護の仕方や身の回りのこと、各種福祉サービス、認知症など判断能力が十分でない高齢者への権利擁護に関する
相談体制の整備を進めます。

③ 在宅福祉を基本理念として、必要な介護サービス基盤の整備を進めるとともに、介護サービスの質の確保に配慮
し、高齢者が自らの意志で自立した生活を送ることができ、また、家族介護者への支援が図られるような環境づく
りを推進します。

④ 高齢者の生活に適した住宅、道路、公園、日常生活の安全管理対策を進めます。

⑤ 今後の更なる高齢化の進展を踏まえた地域づくりを推進するため、関係機関･関係団体との連携を図りながら、
地域住民やボランティアなどの参加を得て、地域に根ざした高齢者のための支援対策を進めます。
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第2章4 障害のある人
施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

学校人権教
育の推進

すべての学校において人
権教育が組織的・計画的
に推進されるよう、推進
体制の整備充実を行う。

組織的・計画的な人権教育推進
のための全体計画の整備。人権
教育研修会の実施と学校におい
て使用する指導資料集の充実。

人権教育全体計画の
整備
人権教育研修会の実
施
人権教育副読本の活
用による指導の充実

全体計画の
整備
３８校
副読本の活
用
３８校

全体計画の
整備
３８校
副読本の活
用
３８校

学校教
育課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

障害者の社
会活動支援
（障害児通
学補完事
業）

 県立富屋特別支援学校
高等部に通学する市内の
生徒で、自主通学が困難
な生徒の登校を支援す
る。
※当校においては従来か
らバス送迎を実施してい
たが、高等部については
h19年度にバス送迎が廃
止されたため、市で継続
させる事業である。
H20利用者：11人

市のバスにより、運転手の任用
等を行い朝の登校を実施する。

円滑安全な運行 円滑安全な
運行

運行休止な
し

2月末現在
180日運行予
定に対し180
日実施

障害福
祉課

障害者の地
域生活支援
（その他：
福祉ホー
ム、日中一
時、訪問入
浴サービス
事業等）

 福祉ホーム：住居が必
要な精神障害者に居室と
必要な便宜を提供
 日中一時支援：日中の
活動の場を確保し、家族
の就労、休息を支援
 訪問入浴サービス：訪
問により居宅においての
入浴サービスを提供し
（浴槽提供）
※障害者自立支援法に定
める任意事業

委託により実施する。
委託先：障害福祉サービス事業
所

円滑な事務処理 円滑な事務
処理

福祉ホーム
10件

日中一時支
援
65人
延べ5,207件

訪問入浴
利用者3人

障害福
祉課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

障害者の地
域生活支援
（相談支援
事業）

 障害者福祉に関する相
談に応じ、必要な情報提
供や助言、支援を行な
う。
※障害者自立支援法に定
める必須実施事業

 常勤の相談支援専門員（非常
勤特別職員）を配置すると共に
課職員を含めたＯＪＴの実施に
より対応職員の資質を向上を図
り適切な相談支援を行う。

相談に関する苦情件
数の減少

苦情件数
０件

苦情件数
０件

障害福
祉課

① 学校教育活動全体を通じて、障害者に対する正しい認識と理解、社会的な支援や介助・福祉の問題について理解
を深めさせる教育の充実に努めます。

② 障害のある児童生徒が、自らのよさや可能性などを生かし、持っている力を十分に発揮できるよう、障害に応じ
た適切な指導を推進します。また、障害のある生徒もない生徒も、共に育ち学ぶ教育が受けられる環境整備に努め
ます。

③ 市民が、障害及び障害者に対しての正しい認識と理解を深めるよう社会教育関係機関・団体等における福祉・人
権教育の充実を図ると共に、障害を持つ人が、学習講座などに参加できるように環境を整えます。
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施策の方向

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

学校人権教
育の推進

すべての学校において人
権教育が組織的・計画的
に推進されるよう、推進
体制の整備充実を行う。

組織的・計画的な人権教育推進
のための全体計画の整備。人権
教育研修会の実施と学校におい
て使用する指導資料集の充実。

人権教育年間計画の
整備
人権教育副読本の活
用による指導の充実

年間計画の
整備
３８校
副読の活用
３８校

年間計画の
整備
３８校

副読本の活
用
３８校

学校教
育課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

障害者の地
域生活支援
（移動支
援、地域生
活支援セン
ター事業）

 地域活動支援センター
の強化や障害者の昼間の
活動を支援（軽度な区分
の人の生活介護）や屋外
での移動が困難な視覚障
害者の外出のための支援
を行なう。
※障害者自立支援法に定
める必須実施事業

委託による実施やガイドヘル
パーの派遣を行なう。

円滑な事務処理 円滑な事務
処理

地域活動支
援センター
5箇所7人
ガイドヘル
パー

利用者39人
2,551時間

障害福
祉課

障害者の地
域生活支援
（その他：
生活支援事
業）

 外出訓練等の実施によ
り障害者の日常生活上必
要な訓練や指導及び生活
の質的向上を促進する。
※障害者自立支援法に定
める任意事業

委託により実施する。
委託先：障害者団体等

円滑安全な実施 円滑安全な
実施

9件
357人

障害福
祉課

障害者の地
域生活支援
（その他社
会参加促
進：スポー
ツ等教室等
開催）

 障害者の社会参加を促
進させるために、スポー
ツ・レクリエーション教
室や大会を開催し、体力
増強や交流等を図る。
※障害者自立支援法に定
める任意事業

委託により実施する。
委託先：関係団体

参加者数の確保 参加者数の
確保

スポーツ教
室
9教室76人

ふれあいス
ポーツ大会
1回271人

障害福
祉課

人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動
の実施
・人権パネル展の実
施
・人権啓発講座の実
施
・広報誌、ホーム
ページで啓発

講演会参加
者満足度
70％

講演会参加
者満足度
85.5％

人権推
進課

④ 教職員等が障害及び障害者に対する正しい認識と理解を深めるため、各種研修の充実に努めます。

⑤ 障害のある人とない人が共に理解しながら生活できるよう、学校における交流教育や地域交流・ボランティア活
動を促進します。

⑥ 障害者の自立と社会参加を促進し、リハビリテーションの理念とノーマライゼーションの理念を実現するための
啓発・広報活動を推進します。
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施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

障害者の地
域生活支援
（その他社
会参加促
進：スポー
ツ等教室等
開催）

 障害者の社会参加を促
進させるために、スポー
ツ・レクリエーション教
室や大会を開催し、体力
増強や交流等を図る。
※障害者自立支援法に定
める任意事業

委託により実施する。
委託先：関係団体

参加者数の確保 参加者数の
確保

スポーツ教
室
9教室76人

ふれあいス
ポーツ大会
1回271人

障害福
祉課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

障害者の社
会活動支援
（おもいや
り駐車事
業）

 公共的な施設にある障
害者用駐車場の利用につ
いて県内共通の利用証を
交付し真に必要な人のた
めの駐車スペースを確保
する。
※県事業（h20.9～）
利用証交付者数321人
(h21.3.31現在）

以下の事業協力を行なう
・利用証の交付窓口（所管3課
及び全コミュセン）
・駐車スペースの確保（h20.9
現在２箇所：本庁、情報セン
ター）

円滑な交付 交付者数 209人 障害福
祉課

生活バス対
策

バス路線を維持し、運転
免許を持たない市民の生
活の足を確保する。

リーバス及び民間が運行する不
採算路線バスへの経費補助。
運行に係る財政負担の軽減を図
ることから、全面的な見直しを
行い、地域の実情に合った公共
交通を構築する。そのための実
証実験を実施する。

市内全域における実
証実験運行の実施

１７地区 ６地区 市民活
動支援
課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

障害者の社
会活動支援
（就労支援
事業）

 障害者の就労訓練の場
を提供するとともに障害
者の雇用機会拡大のため
の啓発活動や就業相談、
職場開拓、定着促進を実
施する。

 職業訓練の場の提供を委託で
実施する。
 また、障害者の就労支援を行
なう関係機関（ハローワーク鹿
沼、障害者就労・生活支援セン
ター「フィールド」、障害者相
談支援センター「プラウ」、県
西圏域雇用支援合同会議、自立
支援協議会等）との連携のもと
実施する。

利用人数（夢未来、
夢の樹）

利用人数
（夢未来、
夢の樹）

延べ720人 障害福
祉課

障害者の地
域生活支援
（その他：
生活支援事
業）

 外出訓練等の実施によ
り障害者の日常生活上必
要な訓練や指導及び生活
の質的向上を促進する。
※障害者自立支援法に定
める任意事業

委託により実施する。
委託先：障害者団体等

円滑安全な実施 円滑安全な
実施

9件
357人

障害福
祉課

⑦ 障害者の生活の向上を目指し、スポーツ・文化・芸術活動等への参加機会を確保し、障害者の社会参加を支援す
るとともに自立意識を高めるよう努めます。

⑧ 障害者が安心して自立し、社会参加ができるよう施設のバリアフリー化を促進するため、市民、企業等への啓発
に努めます。

⑨ 障害者の就業を通じた社会参加、及び経済的自立を促進するため、職業相談の充実と事業主への啓発を行い、雇
用と就労機会の拡大に努めます。
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雇用対策
（雇用促進
団体との連
携・支援）

・雇用関係団体との綿密
な情報交換や事業連携、
及び団体支援を行い、雇
用状況の把握と雇用環境
の整備、充実を図る。
・失業者を対象とした、
雇用対策を実施する。

・ハローワーク等との情報交換
やインターンシップの実施、鹿
沼地区雇用協会への団体運営支
援を行う。
・ふるさと雇用・緊急雇用創出
事業を活用した、雇用対策を実
施する。

・雇用団体等との情
報交換

・雇用団体との連
携・支援

・ハローワーク等と
の情報交換やイン
ターンシップの実
施、鹿沼地区雇用協
会への団体運営支援

障害者合同
面接会の周
知

広報掲載
ポスター掲
示

商工課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

障害者の地
域生活支援
（相談支
援：成年後
見制度利用
支援事業）

 成年後見制度の利用が
有効と認められる知的・
精神障害者に対し同制度
の利用を支援する。
(支援内容：申立てに要
する経費や後見人等の報
酬を助成)
※障害者自立支援法に定
める必須実施事業

２親等以内に申立て人が不存在
の場合は、市長申立てを行な
う。

円滑な事務処理 円滑な事務
処理

相談件数
１件

障害福
祉課

第2章5 同和問題
施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

学校人権教
育の推進

すべての学校において人
権教育が組織的・計画的
に推進されるよう、推進
体制の整備充実を行う。

組織的・計画的な人権教育推進
のための全体計画の整備。人権
教育研修会の実施と学校におい
て使用する指導資料集の充実。

人権教育全体計画の
整備
人権教育研修会の実
施
人権教育指導資料集
の活用による指導の
充実

人権教育主
任研修会
３８校
新採・転採
研修会
２４名
校内授業研
究

資料集の活
用
３８校

研修会参加
３８校

資料集活用
３８校

学校教
育課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

南部地区会
館事業の推
進

市民の差別意識をなく
し、人権に対する正しい
認識と理解を得るために
は、人権問題を身近な問
題として捉え、地域・学
校などあらゆる場におい
て人権教育・人権啓発を
展開する。

南部地区会館において人権教育
指導者専門講座、人権学習綜合
講座、町別人権学習会、交流事
業（女性の集い、生きがいの集
い等）、ウエルフェアｉｎかぬ
ま、人権ふれあいコンサートを
開催する。

・人権教育指導者専
門講座参加人数およ
び意識変革度

参加者２５
名以上
意識変革度
７０％

参加者２７
名
意識変革度
９５％

生涯学
習課

⑩ 社会福祉協議会との連携により、権利擁護事業の普及を図ると共に、関係機関との連携により、様々な相談体制
の充実を図ります。

① 同和問題をはじめ様々な人権問題に悩む児童生徒を早く察知し的確な指導体制をつくると共に、児童生徒が一人
ひとりを大切にし、差別や偏見のない人間関係の育成を目指した教育の実践と、基本的人権の尊重を基盤とした教
職員の研修や研究体制の充実に努めます。

② 生涯にわたって人権に関する学習機会を提供するとともに、人々の相互理解と地域社会への参加促進のため、社
会教育施設等での交流事業の充実に努めます。
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南部地区会
館事業の推
進

市民の差別意識をなく
し、人権に対する正しい
認識と理解を得るために
は、人権問題を身近な問
題として捉え、地域・学
校などあらゆる場におい
て人権教育・人権啓発を
展開する。

南部地区会館において人権教育
指導者専門講座、人権学習綜合
講座、町別人権学習会、交流事
業（女性の集い、生きがいの集
い等）、ウエルフェアｉｎかぬ
ま、人権ふれあいコンサートを
開催する。

・人権学習総合講座
（南部地区会館、隣
保館利用団体を対
象）

参加者数
２０名以上

参加者２５
名

生涯学
習課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

保育サービ
スの充実

児童福祉法に基づき、保
護者の就労等の理由で家
庭で保育することができ
ない児童を保育し、児童
福祉の向上を図る。
家庭形態の変化、共働き
家庭の増加等、多様化す
る保育ニーズに対応する
ため、特別保育事業を実
施し、子育てを支援す
る。
幼稚園入園年齢までの保
育や一時的及び夜間保育
が必要となる児童を保育
する。

就労等の理由により家庭で保育
することができない児童を預か
り保育する。
特別保育事業（乳児保育、障害
児保育、低年齢児保育、一時保
育、休日保育、延長保育、病後
児保育、夜間保育、地域活動事
業等）を実施する。
認可外保育施設でこどもを継続
的又は一時的に受入れ保育す
る。

保育に欠ける入所希
望者全員の入所

保育に欠け
る入所希望
者全員の入
所

保育に欠け
る入所希望
者全員の入
所
希望者
2077人に対
して入所者
2077人

こども
支援課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

隣保館事業
の推進

　地域住民の困りごと、
悩みについての相談に応
じ、助言、指導、調整、
紹介により速やかな問題
の解決を図ると共に、高
齢者ふれあい事業などを
通して地域に根ざした隣
保館活動を展開し、地域
住民の人権問題の解決に
資する。

・指導員、生活相談員の資質の
向上
・友愛・訪問活動の実施
・高齢者ふれあい事業の実施

相談業務の充実
高齢者ふれあい事業
の充実

相談４０件
以上
参加者
延３６０人
以上

相談件数
４７７件

参加者
４６９人

厚生課

南部地区会
館事業の推
進

市民の差別意識をなく
し、人権に対する正しい
認識と理解を得るために
は、人権問題を身近な問
題として捉え、地域・学
校などあらゆる場におい
て人権教育・人権啓発を
展開する。

南部地区会館において人権教育
指導者専門講座、人権学習綜合
講座、町別人権学習会、交流事
業（女性の集い、生きがいの集
い等）、ウエルフェアｉｎかぬ
ま、人権ふれあいコンサートを
開催する。

・ウエルフェアinか
ぬま＆福祉と人権の
集いの参加者

参加者数
３５０名以
上

参加者数
４５０名

生涯学
習課

人権擁護活
動の推進

・宇都宮人権擁護委員協
議会鹿沼部会との連携に
より、市民の人権擁護と
人権尊重意識の高揚を図
る。

・小学校で人権の花運動
・中学校で人権講話
・委員研修会
・人権相談
・人権擁護委員を４人増員
・相談しやすい環境整備

・中学校で人権講話
を行う。

人権講話４
校

人権講話４
校

人権推
進課

③ 保育園においては、乳幼児の発達段階に応じた保育内容の充実及び、保育士の人権意識の向上を図ります。ま
た、幼稚園においても幼児や教職員に対する人権教育や研修の充実のため、その支援に努めます。更には、家庭と
の連携を図るため、保育参観や家庭訪問の機会をとらえて、人権啓発に努めます。

④ 市民一人ひとりが部落差別の不当性を正しく理解し、自らが差別や偏見を解消していく主体であると認識するよ
う、市民各層を対象にした講演会や研修会の開催、広報紙や啓発資料の配布等を通して人権意識の高揚に努めま
す。
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人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動
の実施
・人権パネル展の実
施
・人権啓発講座の実
施
・広報誌、ホーム
ページで啓発

講演会参加
者満足度
70％

講演会参加
者満足度
85.5％

人権推
進課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

隣保館事業
の推進

　地域住民の困りごと、
悩みについての相談に応
じ、助言、指導、調整、
紹介により速やかな問題
の解決を図ると共に、高
齢者ふれあい事業などを
通して地域に根ざした隣
保館活動を展開し、地域
住民の人権問題の解決に
資する。

・指導員、生活相談員の資質の
向上
・友愛・訪問活動の実施
・高齢者ふれあい事業の実施

相談業務の充実　　　
　高齢者ふれあい事
業の充実

相談４０件
以上
参加者
延３６０人
以上

相談件数
４７７件

参加者
４６９人

厚生課

人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施 ・街頭人権啓発活動

の実施
・人権パネル展の実
施
・広報誌、ホーム
ページで啓発

啓発活動
１２月実施
パネル展示
８月実施
広報
年２回

啓発活動を
11/20.12/5
実施
パネル展示
を8月の２週
間実施
8月、12月号
広報掲載

人権推
進課

人権擁護活
動の推進

・宇都宮人権擁護委員協
議会鹿沼部会との連携に
より、市民の人権擁護と
人権尊重意識の高揚を図
る。

・小学校で人権の花運動
・中学校で人権講話
・委員研修会
・人権相談
・人権擁護委員を４人増員
・相談しやすい環境整備

・人権擁護委員によ
る人権相談の開設

月１回開設 月１回開設 人権推
進課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施

・「えせ同和対策」
パンフレット等の配
布
・人権啓発講座の実
施
・広報誌、ホーム
ページで啓発
・連絡体制の強化

広報、ホー
ムページで
啓発

広報、ホー
ムページに
掲載

人権推
進課

⑤ 基本的人権の尊重の立場に立って、人権擁護機関等と連携し広く市民に啓発活動を展開すると共に、人権相談関
連事業の推進に努めます。また、人権教育・啓発推進県民運動強調月間及び人権週間を重点に、人権尊重思想の普
及を図ります。

⑥ 同和問題解決を阻害する「えせ同和行為」については、これまで同和問題解決のための活動の印象を損ね、同和
問題解決を妨害する悪質な行為であるとして、関係行政機関、企業、団体等と連携し排除に努めます。
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施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

隣保館事業
の推進

　地域住民の困りごと、
悩みについての相談に応
じ、助言、指導、調整、
紹介により速やかな問題
の解決を図ると共に、高
齢者ふれあい事業などを
通して地域に根ざした隣
保館活動を展開し、地域
住民の人権問題の解決に
資する。

・指導員、生活相談員の資質の
向上
・友愛・訪問活動の実施
・高齢者ふれあい事業の実施

相談業務の充実
高齢者ふれあい事業
の充実

相談４０件
以上
参加者
延３６０人
以上

相談件数
４７７件

参加者
４６９人

厚生課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

雇用対策
（雇用促進
団体との連
携・支援）

・雇用関係団体との綿密
な情報交換や事業連携、
及び団体支援を行い、雇
用状況の把握と雇用環境
の整備、充実を図る。
・失業者を対象とした、
雇用対策を実施する。

・ハローワーク等との情報交換
やインターンシップの実施、鹿
沼地区雇用協会への団体運営支
援を行う。
・ふるさと雇用・緊急雇用創出
事業を活用した、雇用対策を実
施する。

・雇用団体との連
携・支援

（国等からの通知・
パンフレット等を送
付している）

ハローワー
クの合同面
接会の周知

広報掲載
ポスター掲
示

商工課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

隣保館事業
の推進

　地域住民の困りごと、
悩みについての相談に応
じ、助言、指導、調整、
紹介により速やかな問題
の解決を図ると共に、高
齢者ふれあい事業などを
通して地域に根ざした隣
保館活動を展開し、地域
住民の人権問題の解決に
資する。

・指導員、生活相談員の資質の
向上
・友愛・訪問活動の実施
・高齢者ふれあい事業の実施

相談業務の充実
高齢者ふれあい事業
の充実

相談４０件
以上
参加者
延３６０人
以上

相談件数
４７７件

参加者
４６９人

厚生課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施

同和問題に対する市
民の意識調査の実施

市民意識調
査の実施

なし 人権推
進課

⑦ 国の「地域改善対策協議会」意見具申において示された今後の隣保館の果たすべき役割などに基づき、これまで
の成果を踏まえながら、地域社会全体の中で、福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニ
ティセンターとして総合的な活動を行い、更なる人権啓発に努めます。

⑧ 企業における人権啓発を進めるため、関係機関等の協力のもと、研修会の開催支援や人権啓発パンフレットを作
成・配布し、企業内での啓発や研修活動を支援します。

⑨ 就労の機会均等や雇用の安定のため、隣保館での就労相談活動を推進すると共に、関係機関と連携を図り、就労
相談の充実に努めます。

⑩ 市民意識調査を実施し、今までの人権教育、人権啓発事業による成果を把握します。
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施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

隣保館事業
の推進

　地域住民の困りごと、
悩みについての相談に応
じ、助言、指導、調整、
紹介により速やかな問題
の解決を図ると共に、高
齢者ふれあい事業などを
通して地域に根ざした隣
保館活動を展開し、地域
住民の人権問題の解決に
資する。

・指導員、生活相談員の資質の
向上
・友愛・訪問活動の実施
・高齢者ふれあい事業の実施

相談業務の充実
高齢者ふれあい事業
の充実

相談４０件
以上
参加者延
３６０人以
上

相談件数
４７７件

参加者
４６９人

厚生課

人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動
の実施

講演会参加
者満足度
70％

講演会参加
者満足度
85.5％

人権推
進課

⑪ 同和対策団体との連携により人権啓発事業を実施することにより、より高い啓発効果が得られるよう努めます。
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第2章6 外国人

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

国際交流事
業の推進

国際感覚豊かな子どもの
育成
外国籍市民との交流の促
進と多文化共生の地域づ
くりの推進
AD市・GF市との青少年交
流事業の発展充実
鉄嶺市との市民訪問団の
相互派遣の継続
国際交流協会の活動支援
日本語ボランティアの育
成とボランティア紹介体
制の拡充

《仮称）鹿沼市多文化共生推進
計画の策定
海外からの訪問者の受入
国際交流協会への活動支援
日本語指導ボランティアの育
成・協力
日本語教室・各種講座・国際交
流イベント等の運営

各種講座等の参加者
数及び満足度

ワールド
フェスティ
バル来場者
数2000人以
上
各種講座参
加者150人以
上

ワールド
フェスティ
バル来場者
数3000人
各種講座参
加者　　　　
人

企画課

外国語教育
の充実

・小・中学校に外国語指
導助手を派遣し、児童生
徒のコミュニケーション
能力の育成を図るととも
に、国際理解教育を推進
する。また、英語活動研
修会を開催し、指導技術
の向上を目指す。

・4名のＡＬＴ、３名のＪＴＥ
を小学校へ、3名のＡＬＴを中
学校へ派遣し、担任や教科担任
とティームティーチングを行
う。また、ＡＬＴ同士の授業参
観や研修会等を通してお互いの
指導技術の向上を図る。

ＡＬＴの学校派遣、
交流
外国語活動研修会に
おける指導技術向上

ＡＬＴの学
校派遣、交
流
３８校
外国語活動
研修会
２回

ＡＬＴの学
校派遣、交
流
３８校
外国語活動
研修会
２回

学校教
育課

海外体験学
習の推進

・鹿沼市在住の中学2年
生20名をオーストラリア
のアーミデイル・デュマ
レク市とアメリカのグラ
ンドフォークス市へ隔年
で派遣し、ホームステイ
や現地青少年との交流を
通して、豊かな国際感覚
を養い、世界の平和と友
好のために貢献できる人
間の育成を図るととも
に、両市との友好親善に
役立てる。

・現地での活動計画作成につい
て両市との連絡をできるだけ密
にとる。
・4回の事前学習について内容
を検討し、充実したものになる
よう工夫する。
・帰国後、ボランティア活動
（鹿沼ワールドフェスティバ
ル）に参加させ、国際理解に貢
献できる機会を与える。

海外体験学習 中学生20名
米国グラン
ドフォーク
ス市

平成22年度
は休止
（平成23年
度は実施で
検討）

学校教
育課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施

・街頭人権啓発活動
の実施
・広報誌、ホーム
ページで啓発

啓発活動
12月実施

ホームペー
ジで啓発

啓発活動を
11/20.12/5
実施

随時ホーム
ページに掲
載

人権推
進課

① 外国の文化や習慣に対する理解を深め、国際感覚を養うため、国際理解のための講座を開催するとともに、国際
理解のための情報収集とその活用を図ります。また、小学校から段階的に国際理解教育を推進するため、外国人と
のふれあいの機会の確保に努め、異文化を尊重する態度、英語によるコミュニケーション能力等を育成するための
教育の充実を図ります。

② 外国人に対する偏見や差別意識を解消し、国際化時代にふさわしい人権感覚を養うため啓発活動を推進します。
また、「人種差別撤廃条約」の趣旨を市民が正しく理解できるよう、条約の普及・啓発に努めるとともに、外国人
に対する嫌がらせや差別事象がなくなるよう啓発活動を推進します。
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施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

国際交流事
業の推進

国際感覚豊かな子どもの
育成
外国籍市民との交流の促
進と多文化共生の地域づ
くりの推進
AD市・GF市との青少年交
流事業の発展充実
鉄嶺市との市民訪問団の
相互派遣の継続
国際交流協会の活動支援
日本語ボランティアの育
成とボランティア紹介体
制の拡充

《仮称）鹿沼市多文化共生推進
計画の策定 
海外からの訪問者の受入
国際交流協会への活動支援
日本語指導ボランティアの育
成・協力
日本語教室・各種講座・国際交
流イベント等の運営

日本語教室ボラン
ティア登録者数

日本語教室
登録者数45
人

日本語教室
登録者数42
人

企画課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

国際交流事
業の推進

国際感覚豊かな子どもの
育成
外国籍市民との交流の促
進と多文化共生の地域づ
くりの推進
AD市・GF市との青少年交
流事業の発展充実
鉄嶺市との市民訪問団の
相互派遣の継続
国際交流協会の活動支援
日本語ボランティアの育
成とボランティア紹介体
制の拡充

《仮称）鹿沼市多文化共生推進
計画の策定
海外からの訪問者の受入
国際交流協会への活動支援
日本語指導ボランティアの育
成・協力
日本語教室・各種講座・国際交
流イベント等の運営

日本語教室ボラン
ティア登録者数

日本語教室の開催回
数・参加者数

日本語教室
登録者数45
人

日本語教室
開催回数36
回
参加者数　
252人

日本語教室
登録者数42
人

日本語教室
開催回数36
回
参加者数　
300人

企画課

国際交流事
業の推進

国際感覚豊かな子どもの
育成
外国籍市民との交流の促
進と多文化共生の地域づ
くりの推進
AD市・GF市との青少年交
流事業の発展充実
鉄嶺市との市民訪問団の
相互派遣の継続
国際交流協会の活動支援
日本語ボランティアの育
成とボランティア紹介体
制の拡充

《仮称）鹿沼市多文化共生推進
計画の策定
海外からの訪問者の受入
国際交流協会への活動支援
日本語指導ボランティアの育
成・協力
日本語教室・各種講座・国際交
流イベント等の運営

相談件数 相談件数72
件

相談件数90
件

企画課

③ 市民と外国人との交流を促進し、国際性豊かな人を育成するため、鹿沼市国際交流協会との連携を図り交流事業
の支援に努めるとともにボランティア通訳やボランティアホストファミリーの養成等に努めます。

④ 外国人向けの市政情報などの提供をはじめ、様々な問題を抱え悩んでいる外国人に対する相談、支援体制の充実
を図ります。また、在住外国人にとって、日本語能力の取得は非常に重要であるため、国際交流協会との連携によ
り、日本語教室の充実に努めます。
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施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

国際交流事
業の推進

国際感覚豊かな子どもの
育成
外国籍市民との交流の促
進と多文化共生の地域づ
くりの推進
AD市・GF市との青少年交
流事業の発展充実
鉄嶺市との市民訪問団の
相互派遣の継続
国際交流協会の活動支援
日本語ボランティアの育
成とボランティア紹介体
制の拡充

《仮称）鹿沼市多文化共生推進
計画の策定
海外からの訪問者の受入
国際交流協会への活動支援
日本語指導ボランティアの育
成・協力
日本語教室・各種講座・国際交
流イベント等の運営

ワールドフェスティ
バルの実施
日本語教室交流会の
実施
各年1回以上

ワールド
フェスティ
バルの実施
日本語教室
交流会の実
施
各年1回以上

ワールド
フェスティ
バルの実施
日本語教室
交流会の実
施
各年2回

企画課

施策の方向

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

国際交流事
業の推進

国際感覚豊かな子どもの
育成
外国籍市民との交流の促
進と多文化共生の地域づ
くりの推進
AD市・GF市との青少年交
流事業の発展充実
鉄嶺市との市民訪問団の
相互派遣の継続
国際交流協会の活動支援
日本語ボランティアの育
成とボランティア紹介体
制の拡充

《仮称）鹿沼市多文化共生推進
計画の策定
海外からの訪問者の受入
国際交流協会への活動支援
日本語指導ボランティアの育
成・協力
日本語教室・各種講座・国際交
流イベント等の運営

外国籍市民が集まる
場所でのアンケート
実施
外国籍市民意識調査
の実施

外国籍市民
が集まる場
所でのアン
ケート実施

外国籍市民
の意識調査
実施

多文化共生
推進計画策
定井委員会
における外
国籍市民か
らの意見収
集

企画課

⑤ 在住外国人に日本の芸術文化に対する理解を深めてもらうための学習機会を提供します。

⑥ 外国人労働者に対する不法な就労や不当な取り扱いがなされないよう、事業主等に対する啓発活動を推進しま
す。

⑦ 多様な価値観を持つ外国人の意見を施策に反映させるため、外国人からの意見を聞く機会を充実します。
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第2章7 ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者
施策の方向

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動
の実施
・人権パネル展の実
施
・人権啓発講座の実
施
・広報誌、ホーム
ページで啓発

講演会参加
者満足度
70％

講演会参加
者満足度
85.5％

人権推
進課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

人権擁護活
動の推進

・宇都宮人権擁護委員協
議会鹿沼部会との連携に
より、市民の人権擁護と
人権尊重意識の高揚を図
る。

・小学校で人権の花運動
・中学校で人権講話
・委員研修会
・人権相談
・人権擁護委員を４人増員
・相談しやすい環境整備

・人権擁護委員によ
る人権相談の開設

月１回開設 月１回開設 人権推
進課

第2章8 インターネット等による人権侵害

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施 ・街頭人権啓発活動

の実施
・人権パネル展の実
施
・広報誌、ホーム
ページで啓発

啓発活動
12月実施

ホームペー
ジで啓発

啓発活動を
11/20.12/5
実施

随時ホーム
ページに掲
載

人権推
進課

① 小中学校においては、児童生徒に発育段階に応じたエイズ教育（性教育）を推進し、エイズに対する正しい知識
の普及に努めるとともに、教職員の人権意識の高揚を図るため研修の充実を図ります。

② 関係機関との連携により、エイズやハンセン病などの感染症予防や正しい知識の普及を図り、差別や偏見の解消
に向けた啓発活動を推進します。

③ 国や関係機関との連携により、エイズやハンセン病などにより人権侵害を受けた方への相談･支援体制を整備し
ます。

① 平成14年(2002年）には「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」
が施行され、インターネット上など情報の流通において権利の侵害が行われた場合に、被害者がプロバイダ等に対
して発信者情報の開示を請求する権利を与えることが規定されており、それら法的措置の周知を図ります。
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施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

人権擁護活
動の推進

・宇都宮人権擁護委員協
議会鹿沼部会との連携に
より、市民の人権擁護と
人権尊重意識の高揚を図
る。

・小学校で人権の花運動
・中学校で人権講話
・委員研修会
・人権相談
・人権擁護委員を４人増員
・相談しやすい環境整備

・人権擁護委員によ
る人権相談を開設
し、法務局の窓口へ
つなぐ

月１回開設 月１回開設 人権推
進課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施 ・街頭人権啓発活動

の実施
・人権パネル展の実
施
・広報誌、ホーム
ページで啓発

啓発活動
12月実施

ホームペー
ジで啓発

啓発活動を
11/20.12/5
実施

随時ホーム
ページに掲
載

人権推
進課

第2章９ その他の人権問題　アイヌの人々
施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

南部地区会
館事業の推
進

市民の差別意識をなく
し、人権に対する正しい
認識と理解を得るために
は、人権問題を身近な問
題として捉え、地域・学
校などあらゆる場におい
て人権教育・人権啓発を
展開する。

南部地区会館において人権教育
指導者専門講座、人権学習綜合
講座、町別人権学習会、交流事
業（女性の集い、生きがいの集
い等）、ウエルフェアｉｎかぬ
ま、人権ふれあいコンサートを
開催する。

・南部地区会館だよ
りの発行

発行回数月
１回以上

発行回数月
１回

生涯学
習課

人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施

・街頭人権啓発活動
の実施
・人権啓発講座の実
施
・広報誌、ホーム
ページで啓発

啓発活動
12月実施

随時啓発講
座実施

啓発活動を
11/20.12/5
実施
随時

人権推
進課

② 憲法の保障する表現の自由に十分配慮しながら、他人の人権を侵害する悪質な情報発信に対して、発信者が判明
する場合には同人に対する啓発を通じて侵害状況の排除に努め、発信者が特定できない場合には、警察をはじめ関
係機関と連携し、プロバイダ等に対して当該情報等の停止・削除を申し入れるなど自主規制を促すことにより個人
的な対応を図っていきます。

③ 利用者一人ひとりが、個人のプライバシー等を守ることの重要性や情報の収集・発信における責任やモラルにつ
いての正しい理解と認識を広げるための教育・啓発の推進に努めます。

① アイヌの人々は北海道を中心に先住していた民族であり、固有の文化や伝統を発展させてきましたが、江戸時代
の松前藩による支配や後の明治政府による「北海道開拓」を進めるなかでの同化政策などにより、その文化の十分
な保存・伝承はなされていない状況であり、また、人権が十分に尊重されているとは言えない状況です。国におい
ては、平成９年（1997年）に「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法
律」が制定されました。また、アイヌの人々の生活の改善向上・啓発等の活動の推進のための事業を実施していま
す。今後は、アイヌの人々の民族としての歴史や文化、伝統及び現状についての理解と知識を深め、独自の文化･伝
統を尊重していくことが重要であり、引き続き基本的人権の尊重の観点に立った啓発活動を推進します。
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第2章９ その他の人権問題　犯罪被害者等
施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

人権擁護活
動の推進

・宇都宮人権擁護委員協
議会鹿沼部会との連携に
より、市民の人権擁護と
人権尊重意識の高揚を図
る。

・小学校で人権の花運動
・中学校で人権講話
・委員研修会
・人権相談
・人権擁護委員を４人増員
・相談しやすい環境整備

・人権擁護委員によ
る人権相談の開設

月１回開設 月１回開設 人権推
進課

人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施

・街頭人権啓発活動
の実施
・広報誌、ホーム
ページで啓発

啓発活動
12月実施

啓発活動を
11/20.12/5
実施

人権推
進課

第2章９ その他の人権問題　刑を終えて出所した人
施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

更正業務 　保護司法第13条に規定
する保護司会が、任務を
円滑に遂行するととも
に、保護司の使命達成に
資する活動を行うことを
支援する。

　保護司会が行う保護司会計画
の策定、保護司の職務の連絡調
整、職務資料・情報の収集、職
務の研究・研修の企画実施、保
護司活動の広報、人材確保の促
進活動を事務的に支援する。

円滑な事務処理 社会を明る
くする運動
実施。
研修会実施
回数

1回

7回

厚生課

人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施

・街頭人権啓発活動
の実施
・広報誌、ホーム
ページで啓発

啓発活動
12月実施

啓発活動を
11/20.12/5
実施

人権推
進課

② 犯罪被害者やその家族は、事件による精神的負担や経済的・時間的な負担だけでなく、マスメディアによる過剰
取材や報道、プライバシーの侵害、名誉棄損、私生活の侵害など、精神的苦痛にさらされがちです。犯罪被害者等
平成17年（2005年）には犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする「犯罪被害者等基本法」が施行さ
れるなど、関連する法的な整備が進められています。しかしながら、犯罪被害者に対する無責任な噂や中傷、マス
メディアの行き過ぎた取材などによる二次的な被害に苦しんでいる状況です。これらの問題解決には、社会全体で
支えあうことのできる体制を構築することが必要であり、犯罪被害者等に十分な配慮ある言動が行われるよう国、
県及び関係機関との連携により教育、啓発に努めると共に相談、支援体制の充実を図ります。

③ 刑を終えて出所した人については、社会復帰の意欲があっても、偏見や差別のため、身元の引き受けが難しいこ
とや就労・住居の確保などに関する問題があり、社会復帰が極めて困難な状態にあります。刑を終えた人が社会の
一員として円滑な生活を営むことが出来るようにするためには、本人の強い更生意欲とともに家族の支援、職場や
地域の人々の理解と協力が欠かせないため、偏見や差別意識解消のための教育、啓発を推進します。
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第2章９ その他の人権問題　ホームレス
施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施

・街頭人権啓発活動
の実施
・広報誌、ホーム
ページで啓発

啓発活動
12月実施

啓発活動を
11/20.12/5
実施

人権推
進課

第2章９ その他の人権問題　性同一性障害
施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施

・街頭人権啓発活動
の実施
・人権啓発講座の実
施
・広報誌、ホーム
ページで啓発

啓発活動
12月実施

随時啓発講
座実施

啓発活動を
11/20.12/5
実施
随時

人権推
進課

④ ホームレス問題は、深刻な景気低迷など複雑な社会情勢が底流にあり、ホームレスになることを余儀なくされて
いる人々がいます。それにもかかわらず外見などで判断され、嫌がらせや暴行の対象になるなど人権侵害が発生し
ています。これらの対策にあたっては国レベルの課題として根本的な対策が急がれているとともに、地域に暮らす
方々の理解と協力が必要であります。様々な状況で人権が脅かされていることを認識し、人権問題についての正し
い理解を深め、共に生きる立場から一人ひとりの人権が尊重されるよう、教育、啓発に努めます。

⑤ 性同一性障害とは生物学的な性（体の性）と性自認（心の性）が一致していない状態をいい、世界保健機構
（WHO）の国際疾病分類に位置づけられています。日本においては、平成16年（2004年）に「性同一性障害者の性別
の取扱いの特例に関する法律」が施行され、戸籍上の性別変更が可能となりましたが、なお就職や勤務、医療の受
診、住宅への入居等での課題があります。性同一性障害のある人が地域で安心して暮らしていけるよう正しい理解
と認識を広げるための教育、啓発を推進します。
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第3章１－（１）就学前
施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

発達支援保
育・すこや
か保育の実
施
(幼児特別支
援教育・保
育）

すべての子どもたちに必
要な保育を実施するため
には、児童の特性に応じ
た受け入れ体制を整える
必要がある。必要な保育
士を配置し（民間にあっ
てはその補助金を整備
し）、障がいを持つ児童
も必要な施設で適切な保
育を実施することを目的
とする。

必要児童を適切に把握し、必要
な児童が適切な支援を受けられ
るための認定体制の整備する。
また、施設の受け入れ体制（環
境整備・必要な職員の配置、職
員の資質向上等）を実施する。

判定委員会の開催

障がい児受入体制の
整備

判定委員会
の開催
3回
受入可能施
設数
25施設

判定委員会
の開催
3回
受入可能施
設数
25施設

こども
支援課

地域の児童
館活動推進

地域の子どもたちに健全
な遊びを通して、健康の
増進、情操の豊さを育む
ことを目的として
保育所型児童館（３施
設）及び児童の健全育成
のための児童館（２施
設）を運営する。

保育所型児童館では、通常保
育・特別保育を実施し、保育
ニーズに対応していく。
地域児童館では、子育て支援の
観点及び地域の実情に応じた各
種事業を開催し、地域の子育て
の拠点とする。

通常保育の実施
地域児童館における
各種事業の実施

通常保育の
実施
3施設
入所児童数
75人
地域児童館2
施設
(延べ）
15,000人

通常保育の
実施
3施設
入所児童数
50人
地域児童館2
施設
(延べ）
14,000人

こども
支援課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

私立幼稚園
就園奨励費
事務取扱費
補助事業

私立幼稚園の入園料及び
保育料を軽減することで
所得状況に応じた保護者
の経済的負担の軽減と、
公・私立幼稚園間の保護
者負担の格差是正を図
る。

私立幼稚園就園奨励費補助金の
申請に関する事務取扱いに要す
る経費を市内私立幼稚園に補助
する。

・幼稚園への補助
　
・就園奨励費補助
　
・連合会補助

補助の実施 ・幼稚園へ
の補助
　8園
・就園奨励
費補助
　1,345世帯

こども
支援課

第3章１－（２）学校等
施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

学校人権教
育の推進

すべての学校において人
権教育が組織的・計画的
に推進されるよう、推進
体制の整備充実を行う。

組織的・計画的な人権教育推進
のための全体計画の整備。人権
教育研修会の実施と学校におい
て使用する指導資料集の充実。

人権教育全体計画の
整備
人権教育研修会の実
施
人権教育指導資料集
の活用による指導の
充実

人権教育主
任研修会
３８校
新採・転採
研修会
２４名
校内授業研
究
資料集の活
用
３８校

研修会参加
３８校

資料集活用
３８校

学校教
育課

①－ア 保育園においては、乳幼児の発達段階に応じて豊かな心を育て人権を大切にする心を育む保育の充実に努め
ます。

①－イ 私立幼稚園においても、人権を大切にする心を育む教育の充実に向けた対応をします。

②－ア 学校同和教育の成果を踏まえ、学校におけるあらゆる教育活動を通じて、児童生徒一人ひとりを大切にする
とともに、自らを「かけがえのない存在である」と気づかせる教育の推進に努めます。
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施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

学校人権教
育の推進

すべての学校において人
権教育が組織的・計画的
に推進されるよう、推進
体制の整備充実を行う。

組織的・計画的な人権教育推進
のための全体計画の整備。人権
教育研修会の実施と学校におい
て使用する指導資料集の充実。

人権教育全体計画の
整備
人権教育研修会の実
施
人権教育副読本の活
用による指導の充実

人権教育主
任研修会
３８校
新採・転採
研修会
２４名
人権教育副
読本の活用
３８校

研修会参加
３８校

副読本活用
３８校

学校教
育課

人権擁護活
動の推進

・宇都宮人権擁護委員協
議会鹿沼部会との連携に
より、市民の人権擁護と
人権尊重意識の高揚を図
る。

・小学校で人権の花運動
・中学校で人権講話
・委員研修会
・人権相談
・人権擁護委員を４人増員
・相談しやすい環境整備

・小学校で人権の花
運動を実施する。
・中学校で人権講話
を行う。
・中学校人権作文コ
ンテスト応募の推奨
・子どもの人権ポス
ター原画コンテスト
応募の推奨

人権の花３
校
人権講話４
校
中学校１０
校
小学校３８
校

人権の花５
校
人権講話４
校
中学校１０
校
小学校３８
校

人権推
進課

人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施

・人権啓発標語募
集・活用

年１回 応募数
1,923点
11作品活用

人権推
進課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

学校人権教
育の推進

すべての学校において人
権教育が組織的・計画的
に推進されるよう、推進
体制の整備充実を行う。

組織的・計画的な人権教育推進
のための全体計画の整備。人権
教育研修会の実施と学校におい
て使用する指導資料集の充実。

人権教育主任研修会
新採・転採研修会
人権教育指導資料集
の作成

人権教育主
任研修会
３８校
新採・転採
研修会

資料集の作
成
小学校用

人権教育主
任研修会
３８校
新採・転採
研修会

資料集完成

学校教
育課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

学校人権教
育の推進

すべての学校において人
権教育が組織的・計画的
に推進されるよう、推進
体制の整備充実を行う。

組織的・計画的な人権教育推進
のための全体計画の整備。人権
教育研修会の実施と学校におい
て使用する指導資料集の充実。

人権啓発紙の発行
人権に視点をあてた
授業の充実

啓発紙の発
行

学校便り、
啓発紙の発
行
３８校

学校教
育課

②－イ 生命や人権を尊重する心や他人を思いやる心などの、豊かな人間性を育成する教育の推進に努めます。

②－ウ 学校における人権教育を推進するために、これまでに構築された体制を充実させ、研究指定校等での先導
的、実践的な研究、各種資料の作成等により、人権に関する指導内容や方法の改善に努めます。

②－エ 学校教育や家庭教育、地域社会とのかかわりによって人権を尊重する態度が育まれるという認識のもと、学
校と家庭、地域社会の連携により人権教育を推進します。
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第3章１－（３）家庭
施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

食育の推進 様々な経験を通じて
「食」に関する知識と
「食」を選択する力を習
得し、健全な食生活を実
践することができる人間
を育てること。

様々な関係機関と連携を図り、
食だけでなく、食を通した健康
づくりについて総合的な食育の
推進を図っていく。また、子ど
もから大人まで体験を通して理
解を深められるよう推進する。

食生活改善推進員活
動回数

活動回数 49回
（１２月現
在）

健康課

家庭教育学
級の充実

近年、児童虐待の増加や
暴力行為、不登校といっ
た子どもの問題が深刻化
している。こうした背景
に、子どもの接し方や教
育の仕方がわからない親
の増加など、家庭教育力
の低下があげられてい
る。
家庭教育の振興のため
に、児童生徒の保護者が
家庭教育に関する知識、
技能を身につける学習活
動を活発にする。

鹿沼市家庭教育振興会に委託し
て家庭教育学級の開設運営を行
うほか、家庭教育講演会の開
催、父親の学級等を開催する。

・家庭教育学級の開
級数

開級数45以
上

開級数47 生涯学
習課

人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施

・人権啓発標語募
集・活用
・人権啓発講座の実
施
・広報誌、ホーム
ページで啓発

年１回

随時啓発講
座実施

応募数
1,923点
11作品活用

随時

人権推
進課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

家庭教育学
級の充実

近年、児童虐待の増加や
暴力行為、不登校といっ
た子どもの問題が深刻化
している。こうした背景
に、子どもの接し方や教
育の仕方がわからない親
の増加など、家庭教育力
の低下があげられてい
る。
家庭教育の振興のため
に、児童生徒の保護者が
家庭教育に関する知識、
技能を身につける学習活
動を活発にする。

鹿沼市家庭教育振興会に委託し
て家庭教育学級の開設運営を行
うほか、家庭教育講演会の開
催、父親の学級等を開催する。

・親学習プログラム
の開催

開催校数２
０校以上

開催校数２
１校

生涯学
習課

③－ア 一人ひとりの人権を大切にする家庭教育に関する学習機会の充実を図るとともに、家庭や住みよい社会づく
りに関する情報の提供に努めます。

③－イ 家庭での養育力や教育力の向上を図るため、家庭教育をはじめとする子育て支援事業を推進します。
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施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

男女平等意
識の定着

・男女共同参画について
の啓発普及活動の推進
・男女共同参画推進体制
の充実（審議会及び行政
庁内推進会議等）
・家庭教育の充実・支援
・教育課程の充実・支援
・学習の機会の提供

・男女共同参画セミナーや各種
講演会等を開催する。1回参加
者60名以上、受講満足度85パー
セント以上で実施。
・男女共同参画推進体制の進捗
状況確認及び審議会開催。毎年
度1回実施。
・家庭教育学級生や、小学校高
学年生への啓発周知及び学習の
機会の充実

・セミナー開催回数
及び参加人数、満足
度

・開催回数　
年6回　参加
者各回60名
以上　満足
度85％以上

年6回開催　
参加者
第1回85名
第2回70名
第3回102名
第4回58名
第5回69名
第6回40名
満足度各回
85％以上

人権推
進課

男女平等意
識の定着

・男女共同参画について
の啓発普及活動の推進
・男女共同参画推進体制
の充実（審議会及び行政
庁内推進会議等）
・家庭教育の充実・支援
・教育課程の充実・支援
・学習の機会の提供

・男女共同参画セミナーや各種
講演会等を開催する。1回参加
者60名以上、受講満足度85パー
セント以上で実施。
・男女共同参画推進体制の進捗
状況確認及び審議会開催。毎年
度1回実施。
・家庭教育学級生や、小学校高
学年生への啓発周知及び学習の
機会の充実

地域セッシオンの開
催

開催回数
５回

開催回数
５回

人権推
進課

人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施

・人権啓発標語募
集・活用
・人権啓発講座の実
施
・広報誌、ホーム
ページで啓発

年１回

随時啓発講
座実施

応募数
1,923点
11作品活用
随時

人権推
進課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

千寿荘改築
事業

老朽化した施設を個室型
の養護老人ホームとして
整備する。

平成１８年度：千寿荘建替の基
本的事項、地質調査及び基本構
想・実施設計業務委託
平成１９年度：基本構想・実施
設計策定、敷地内建物解体、樹
木整理、敷地測量実施、外構設
計委託、都市計画法29条開発行
為の許可
平成２０年度：建築確認、工事
監理、建築工事
平成２１年度：建築工事、電気
設備工事、機械設備工事、ガス
工事
平成２２年度：外構工事、備品
購入平成23年度：旧建物解体

被虐待高齢者の一時
保護の居室の設置

2室 2室 高齢福
祉課

③－ウ 家族がお互いの人権を尊重しながら、従来からの固定的役割分担意識にとらわれることなく、互いに協力し
支えあって生活できるよう人権意識の啓発に努めます。

③－エ 家庭内での子ども、高齢者、障害者等に対する虐待や女性への暴力に関する相談・支援体制の充実を図りま
す
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包括的支援
事業

地域住民の心身の保持及
び生活の安定のために必
要な援助を行うことによ
り、地域住民の保健医療
の向上及び福祉の増進を
包括的に支援することを
目的とする。
財源は、地域支援事業交
付金（包括的支援・任意
事業）として交付され
る。

地域包括支援センターを設置
し、総合相談業務、権利擁護業
務、包括的・継続的ケアマネジ
メント業務、介護予防ケアマネ
ジメント業務を行う。
　地域包括支援センターの設置 
６か所
  総合相談の実施　４０００人
　研修会等の開催　３１回

・（総合相談のう
ち）高齢者虐待等権
利擁護に関する相談
・（研修会実施のう
ち）高齢者の権利擁
護に関する研修会の
開催

相談件数

研修開催

(12月末現
在）
・相談件数
520件
・研修会開
催
1回

高齢福
祉課

児童虐待防
止対策（家
庭相談員報
酬）

家庭のおける適切な児童
保育、その他家庭児童福
祉の向上を図るため、福
祉事務所の家庭児童福祉
に関する相談指導業務の
強化を図る。

家庭相談員を福祉事務所に配置
し、家庭訪問や相談指導業務を
実施する。

家庭相談員相談 相談の実施 約3,600件 こども
支援課

障害者の地
域生活支援
（相談支援
事業）

 障害者福祉に関する相
談に応じ、必要な情報提
供や助言、支援を行な
う。
※障害者自立支援法に定
める必須実施事業

 常勤の相談支援専門員（非常
勤特別職員）を配置すると共に
課職員を含めたＯＪＴの実施に
より対応職員の資質を向上を図
り適切な相談支援を行う。

相談に関する苦情件
数の減少

相談件数 相談件数
780件

障害福
祉課

障害者の地
域生活支援
（相談支
援：機能強
化事業）

障害者福祉に関する相談
支援に応じ、専門的職員
を配置し相談支援機能の
強化を図る。
※障害者自立支援法に定
める必須実施事業

委託により実施する。
委託先：社会福祉法人希望の家
（プラウ）

困難事例の処理不能
減少

相談件数 相談件数
5,257件

障害福
祉課

人権を尊重
する意識の
定着

・男女相互の理解、協調
と個人を尊重する意識の
啓発
・ドメステック・バイオ
レンス等、暴力の根絶の
ための啓発及び相談業務
・セクシャル・ハラスメ
ントの防止に向けた啓発

・性別による役割分担意識の減
少化や、男女が互いの人権を尊
重する意識づくりのための地域
学習会、講演会等を開催する。
参加者数120名以上で実施。
・啓発物資を配布しながらＤＶ
根絶及びセクシャル・ハラスメ
ントの防止についての周知啓発
活動を、1回実施する。

・女性相談の実施 随時 相談件数
1月末現在
８８件

人権推
進課

第3章１－（４）地域社会
施策の方向

施策の方向

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施

・民生委員・児童委
員への人権研修補助
・人権擁護委員候補
者の推薦

年１回

随時推薦

年１回

４人

人権推
進課

施策の方向

④－ア 市民一人ひとりが生涯にわたって人権に関する多様な学習が受けられるよう、学習機会の充実に努めます。

④－イ 地域の実情や学習者のニーズを把握しながら、身近な課題や参加型学習を取り上げるなど、学習意欲を高め
るような学習内容及び方法の工夫改善に努めます。

④－ウ 地域社会において、効果的な人権教育・啓発活動を推進していくために指導者の養成に努めます。

④－エ 人権問題を正しく認識するための情報提供を行うとともに、視聴覚教材及び各種資料の整備、活用を図りま
す。
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施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

学校人権教
育の推進

すべての学校において人
権教育が組織的・計画的
に推進されるよう、推進
体制の整備充実を行う。

組織的・計画的な人権教育推進
のための全体計画の整備。人権
教育研修会の実施と学校におい
て使用する指導資料集の充実。

人権啓発紙の発行
人権に視点をあてた
授業の充実

啓発紙の発
行

学校便り、
啓発紙の発
行
３８校

学校教
育課

第3章１－（５）企業・職場
施策の方向

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

雇用対策
（雇用促進
団体との連
携・支援）

・雇用関係団体との綿密
な情報交換や事業連携、
及び団体支援を行い、雇
用状況の把握と雇用環境
の整備、充実を図る。
・失業者を対象とした、
雇用対策を実施する。

・ハローワーク等との情報交換
やインターンシップの実施、鹿
沼地区雇用協会への団体運営支
援を行う。
・ふるさと雇用・緊急雇用創出
事業を活用した、雇用対策を実
施する。

・雇用団体との連
携・支援

（国等からの通知・
パンフレット等を送
付している）

公正採用選
考人権啓発
推進員研修
の参加を周
知

ホームペー
ジ掲載

商工課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

雇用対策
（雇用促進
団体との連
携・支援）

・雇用関係団体との綿密
な情報交換や事業連携、
及び団体支援を行い、雇
用状況の把握と雇用環境
の整備、充実を図る。
・失業者を対象とした、
雇用対策を実施する。

・ハローワーク等との情報交換
やインターンシップの実施、鹿
沼地区雇用協会への団体運営支
援を行う。
・ふるさと雇用・緊急雇用創出
事業を活用した、雇用対策を実
施する。

・雇用団体との連
携・支援

（国等からの通知・
パンフレット等を送
付している）

公正採用選
考人権啓発
推進員研修
の参加を周
知

ホームペー
ジ掲載

商工課

施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

雇用対策
（雇用促進
団体との連
携・支援）

・雇用関係団体との綿密
な情報交換や事業連携、
及び団体支援を行い、雇
用状況の把握と雇用環境
の整備、充実を図る。
・失業者を対象とした、
雇用対策を実施する。

・ハローワーク等との情報交換
やインターンシップの実施、鹿
沼地区雇用協会への団体運営支
援を行う。
・ふるさと雇用・緊急雇用創出
事業を活用した、雇用対策を実
施する。

・雇用団体との連
携・支援

（国等からの通知・
パンフレット等を送
付している）

公正採用選
考人権啓発
推進員研修
の参加を周
知

ホームペー
ジ掲載

商工課

④－オ 学校及び家庭との連携に努め、人権教育・啓発の推進を図ります。

⑤－ア 企業の経営者、人事担当者などが人権問題について正しい認識と理解を深め、人権尊重の精神を身につける
ように関係機関等との協力のもと啓発事業・研修会等の開催を支援します。

⑤－イ すべての人がその能力を十分に発揮できる職場づくりの推進を図るため、公正な採用選考など企業に対する
人権教育･啓発に努めます。

⑤－ウ 企業等に対し職場内研修教材としてパンフレット等の配布などを行い、人権教育・啓発の支援に努めます。
また、研修実施推進のため講師紹介等の支援に努めます。

⑤－エ 就労の機会均等や雇用の安定を図るため、また、職場における労働問題の解消のために関係機関との連携を
密にし、労働相談に関する支援体制の充実に努めます。

38



第3章２－（１）市職員
施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

職員の人材
育成・研修

　市民に信頼され、市民
満足度の高い行政サービ
スを提供するめ、各種研
修により職員を育成す
る。

  栃木県市町村研修協議会、上
都賀ブロック職員研修連絡協議
会及び市単独で開催する各種研
修に職員を参加させる。

研修受講アンケート
における研修理解度

研修理解度
９０％以上

研修理解度
９４．７％

人事課

人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施

・人権講演会を開催
・人権啓発講座の実
施

講演会参加
者満足度
70％

講演会参加
者満足度
85.5％

人権推
進課

第3章２－（２）教職員・社会教育関係者
施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

南部地区会
館事業の推
進

市民の差別意識をなく
し、人権に対する正しい
認識と理解を得るために
は、人権問題を身近な問
題として捉え、地域・学
校などあらゆる場におい
て人権教育・人権啓発を
展開する。

南部地区会館において人権教育
指導者専門講座、人権学習綜合
講座、町別人権学習会、交流事
業（女性の集い、生きがいの集
い等）、ウエルフェアｉｎかぬ
ま、人権ふれあいコンサートを
開催する。

・人権教育指導者専
門講座参加人数およ
び意識変革度

参加者２５
名以上意識
変革度７
０％

参加者２７
名　　　意
識変革度９
５％

生涯学
習課

学校人権教
育の推進

すべての学校において人
権教育が組織的・計画的
に推進されるよう、推進
体制の整備充実を行う。

組織的・計画的な人権教育推進
のための全体計画の整備。人権
教育研修会の実施と学校におい
て使用する指導資料集の充実。

全体計画の整備
３８校
校内研修の実施
３８校
資料活用
３８校

全体計画の
整備
３８校
校内現職教
育の研修
３８校
資料活用
３８校

研修会参加
３８校

資料集活用
３８校

学校教
育課

① 今後も、より高い人権意識の醸成を目指すため、各種の研修教材の整備及び情報の提供を行い、職場研修や自己
啓発における積極的な活用を図ります。また、活発で効果的な職場研修の一層の推進を図るとともに、公務員とし
て、地域社会においても様々な人権問題の解決に向けて積極的な役割を果たすことができる職員の育成に努めま
す。
また、職員一人ひとりが業務を行なう上で人権尊重の視点に配慮し、主体的な行動が取れるよう、充実した研修を
行なっていきます。

② 教職員が様々な人権問題を正しく理解し、人権尊重の精神に徹して、子どもたちに対して正しく人権教育を実施
できるよう、関係機関などと連携した計画的、継続的な研修の場の整備を図ります。
また、社会教育関係職員は、社会での指導者として、様々な人権問題についての理解と認識を深めるとともに、指
導力や人権意識の向上を図り、人権問題の解決に資することができるよう、社会教育関係職員研修の充実に努めま
す。
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第3章２－（３）医療・保健・福祉関係者
施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施

・人権啓発講座の実
施

随時啓発講
座実施

なし 人権推
進課

民生委員・
児童委員活
動の支援

　鹿沼市民生委員児童委
員協議会連合会が地区民
児協と連携して、民生児
童委員及び主任児童委員
の人格及び識見の向上の
ために行う、会員の知識
及び技術の習得に努める
活動を支援し、また、市
の実施する福祉事業への
協力を促進することで、
地域福祉及び社会福祉の
増進を図る。
さらに３年に1度の一斉
改選についてもスムーズ
な業務進行を図る。

　各種研修会の実施支援、総会
理事会等の会務運営の指導支援

円滑な事務処理 活動を支援
するための
研修会を開
催

研修会     
参加人数　　
２０３人

厚生課

第3章２－（４）消防職員
施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施

・人権啓発講座の実
施

随時啓発講
座実施

なし 人権推
進課

③ 市関係の医療保健福祉関係者に対する人権研修の充実に努めるとともに、民間関係機関の積極的な人権研修の取
り組みを支援します。

④ 消防職員は消火活動、救急救命活動、水難救助活動などの職務を担い、住民の生命、身体の安全や財産の保護に
関わることから、各地区の消防団員を含め、人権に配慮した任務の遂行が行なえるよう研修の充実に努めます
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第3章２－（５）マスメディア関係者
施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

人権を尊重
する意識の
定着

・男女相互の理解、協調
と個人を尊重する意識の
啓発
・ドメステック・バイオ
レンス等、暴力の根絶の
ための啓発及び相談業務
・セクシャル・ハラスメ
ントの防止に向けた啓発

・性別による役割分担意識の減
少化や、男女が互いの人権を尊
重する意識づくりのための地域
学習会、講演会等を開催する。
参加者数120名以上で実施。
・啓発物資を配布しながらＤＶ
根絶及びセクシャル・ハラスメ
ントの防止についての周知啓発
活動を、1回実施する。

・講演会等の開催に
ついて周知、報道依
頼の実施

随時 随時 人権推
進課

第4章1 女性・相談支援
施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

母子家庭自
立支援（婦
人相談員報
酬）

要保護女子につき、その
発見に努め、相談に応じ
必要な指導を行い、これ
に付随する業務を行う。

婦人相談員兼母子自立支援員を
福祉事務所に配置し、母子福祉
資金貸付事業（県）の受付、就
業支援、相談指導業務を実施す
る。

婦人相談員兼母子自
立支援員による相談

相談の実施 相談件数
：606件

こども
支援課

人権を尊重
する意識の
定着

・男女相互の理解、協調
と個人を尊重する意識の
啓発
・ドメステック・バイオ
レンス等、暴力の根絶の
ための啓発及び相談業務
・セクシャル・ハラスメ
ントの防止に向けた啓発

・性別による役割分担意識の減
少化や、男女が互いの人権を尊
重する意識づくりのための地域
学習会、講演会等を開催する。
参加者数120名以上で実施。
・啓発物資を配布しながらＤＶ
根絶及びセクシャル・ハラスメ
ントの防止についての周知啓発
活動を、1回実施する。

・相談体制の充実
・関係機関との連携
・支援体制の充実

随時実施 他機関との
連携１６件

人権推
進課

人権擁護活
動の推進

・宇都宮人権擁護委員協
議会鹿沼部会との連携に
より、市民の人権擁護と
人権尊重意識の高揚を図
る。

・小学校で人権の花運動
・中学校で人権講話
・委員研修会
・人権相談
・人権擁護委員を４人増員
・相談しやすい環境整備

・人権擁護委員によ
る人権相談開設
・人権擁護委員研修
会の実施

月1回開設

年１回

月1回開設

年2回実施

人権推
進課

人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施

・人権啓発専門委員
による相談

1日2件
月12日勤務

活動件数
302件
2月末現在

人権推
進課

⑤ マスメディア関係者に対し、その活動を通して積極的に住民に対して人権尊重の働きかけを行なうよう要請に努
めるとともに、常に人権に配慮した報道等が行われるよう促します。

① 女性への人権侵害に関する相談機関の所在の周知を図ることや、婦人相談所やパルティ相談室（とちぎ男女共同
参画センター）などの機関と連携を密にし、相談･支援体制の充実を図ります。
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第4章2 子ども・相談支援
施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

児童虐待防
止対策（家
庭相談員報
酬）

家庭のおける適切な児童
保育、その他家庭児童福
祉の向上を図るため、福
祉事務所の家庭児童福祉
に関する相談指導業務の
強化を図る。

家庭相談員を福祉事務所に配置
し、家庭訪問や相談指導業務を
実施する。

鹿沼要保護児童対策
ネットワーク会議開
催

相談の実施

会議開催

相談の実施

鹿沼要保護
児童対策
ネットワー
ク会議開催
４回
（H22から
は、実務者
会議も開
催）
相談

こども
支援課

教育相談の
充実

　各種相談事業の実施に
より、教育的支援を要す
る児童生徒及び保護者に
対して適切な支援の在り
方について助言する。相
談の内容については、保
護者の同意を得て学校と
の連携を図り、児童生徒
の適応支援を行う。

教育相談専門員による教育相談
室での来室相談（就学相談、教
育相談）、学校への巡回相談、
家庭訪問など各種相談事業を充
実させる。また医療との連携を
図る。

教育相談専門員によ
る教育相談室での来
室相談（就学相談、
教育相談）
学校への巡回相談
家庭訪問など各種相
談事業の充実
医療との連携

教育相談専
門員による
来室相談
学校への巡
回相談
家庭訪問な
ど各種相談
事業の充実
医療との連
携

随時実施 学校教
育課

人権擁護活
動の推進

・宇都宮人権擁護委員協
議会鹿沼部会との連携に
より、市民の人権擁護と
人権尊重意識の高揚を図
る。

・小学校で人権の花運動
・中学校で人権講話
・委員研修会
・人権相談
・人権擁護委員を４人増員
・相談しやすい環境整備

・人権擁護委員によ
る人権相談開設
・人権擁護委員研修
会の実施
・小学校で人権の花
運動を実施する。
・中学校で人権講話
を行う。

月1回開設

年１回

月1回開設

年2回実施

人権推
進課

人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施

・人権啓発専門委員
による相談

1日2件
月12日勤務

活動件数
302件
2月末現在

人権推
進課

第4章3 高齢者等・相談支援
施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

包括的支援
事業

地域住民の心身の保持及
び生活の安定のために必
要な援助を行うことによ
り、地域住民の保健医療
の向上及び福祉の増進を
包括的に支援することを
目的とする。
財源は、地域支援事業交
付金（包括的支援・任意
事業）として交付され
る。

地域包括支援センターを設置
し、総合相談業務、権利擁護業
務、包括的・継続的ケアマネジ
メント業務、介護予防ケアマネ
ジメント業務を行う。
　地域包括支援センターの設置 
６か所
  総合相談の実施　４０００人
　研修会等の開催　３１回

・（総合相談のう
ち）高齢者虐待等権
利擁護に関する相談
・（研修会実施のう
ち）高齢者の権利擁
護に関する研修会の
開催

相談件数

研修会開催

(12月末現
在）
・相談件数
520件
・研修会開
催
1回

高齢福
祉課

② 児童虐待に関する通告、相談は児童相談所または福祉事務所となっていますが、早期発見、早期対応が重要であ
るため、家庭相談員など関係機関職員の研修への参加による資質の向上を図るとともに、児童虐待防止ネットワー
ク部会との連携により、相談・支援体制の充実を図ります。
また、学校などでのいじめの問題についても、学校はもとより、教育研究所の相談体制の充実を図ります。

③ 高齢者や障害を持つ方に対する相談･支援体制の充実を図るため、民生委員・児童委員をはじめ、鹿沼市福祉事
務所、法務局などの関係機関との連携の強化を図ります。
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障害者の地
域生活支援
（相談支援
事業）

 障害者福祉に関する相
談に応じ、必要な情報提
供や助言、支援を行な
う。
※障害者自立支援法に定
める必須実施事業

 常勤の相談支援専門員（非常
勤特別職員）を配置すると共に
課職員を含めたＯＪＴの実施に
より対応職員の資質を向上を図
り適切な相談支援を行う。

相談に関する苦情件
数の減少

苦情件数
０件

苦情件数
０件

障害福
祉課

人権擁護活
動の推進

・宇都宮人権擁護委員協
議会鹿沼部会との連携に
より、市民の人権擁護と
人権尊重意識の高揚を図
る。

・小学校で人権の花運動
・中学校で人権講話
・委員研修会
・人権相談
・人権擁護委員を４人増員
・相談しやすい環境整備

・人権擁護委員によ
る人権相談開設
・人権擁護委員研修
会の実施

月1回開設

年１回

月1回開設

年2回実施

人権推
進課

人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施

・人権啓発専門委員
による相談

1日2件
月12日勤務

活動件数
302件
2月末現在

人権推
進課

第4章4 同和問題・相談支援
施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

隣保館事業
の推進

　地域住民の困りごと、
悩みについての相談に応
じ、助言、指導、調整、
紹介により速やかな問題
の解決を図ると共に、高
齢者ふれあい事業などを
通して地域に根ざした隣
保館活動を展開し、地域
住民の人権問題の解決に
資する。

・指導員、生活相談員の資質の
向上
・友愛・訪問活動の実施
・高齢者ふれあい事業の実施

相談業務の充実
高齢者ふれあい事業
の充実

相談４０件
以上
参加者
延３６０人
以上

相談件数
４７７件

参加者
４６９人

厚生課

人権擁護活
動の推進

・宇都宮人権擁護委員協
議会鹿沼部会との連携に
より、市民の人権擁護と
人権尊重意識の高揚を図
る。

・小学校で人権の花運動
・中学校で人権講話
・委員研修会
・人権相談
・人権擁護委員を４人増員
・相談しやすい環境整備

・人権擁護委員によ
る人権相談開設
・人権擁護委員研修
会の実施

月1回開設

年１回

月1回開設

年2回実施

人権推
進課

人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施

・人権啓発専門委員
による相談

1日2件
月12日勤務

活動件数
302件
2月末現在

人権推
進課

④ 基本的人権の尊重の立場に立って、人権擁護機関や団体との連携により同和問題に対する相談･支援体制を強化
するとともに、複合的な問題を抱えている人に対し、各部門連携による相談、支援体制の充実を図ります。
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第4章5 外国人やＨＩＶ感染者等・相談支援
施策の方向

事業名 事業の目的 事業の手段 人権啓発推進総合計
画に寄与できる活動
指標

活動指標の
目標値

平成22年度
活動指標実
績値

所管課

人権擁護活
動の推進

・宇都宮人権擁護委員協
議会鹿沼部会との連携に
より、市民の人権擁護と
人権尊重意識の高揚を図
る。

・小学校で人権の花運動
・中学校で人権講話
・委員研修会
・人権相談
・人権擁護委員を４人増員
・相談しやすい環境整備

・人権擁護委員によ
る人権相談開設
・人権擁護委員研修
会の実施

月1回開設

年１回

月1回開設

年2回実施

人権推
進課

国際交流事
業の推進

国際感覚豊かな子どもの
育成
外国籍市民との交流の促
進と多文化共生の地域づ
くりの推進
AD市・GF市との青少年交
流事業の発展充実
鉄嶺市との市民訪問団の
相互派遣の継続
国際交流協会の活動支援
日本語ボランティアの育
成とボランティア紹介体
制の拡充

《仮称）鹿沼市多文化共生推進
計画の策定
海外からの訪問者の受入
国際交流協会への活動支援
日本語指導ボランティアの育
成・協力
日本語教室・各種講座・国際交
流イベント等の運営

相談件数 相談件数72
件

相談件数90
件

企画課

人権問題の
学習

差別や偏見など、人権侵
害を許さない明るい社会
を築くため、全市民を対
象に人権問題解決のため
の啓発活動や人権教育を
推進する。

・人権講演会を開催
・街頭人権啓発活動の実施

・人権啓発専門委員
による相談

1日2件
月12日勤務

活動件数
302件
2月末現在

人権推
進課

⑤ 外国人やHIV感染者等をはじめ、インターネットによる人権侵害を受けた方など、様々な人権侵害を受けた方に
対する相談･支援体制を図るため、それぞれの関係機関との連携を図り、その充実に努め、安心して暮らせる明るい
社会の実現を図ります。
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